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社外秘 

三越伊勢丹グループ労働組合 
                           関連グループ支部Ⅰ 

レオテックス直轄分会 

春の交渉 議案書（案） 

2023 年度 

三越伊勢丹グループ労働組合 ホームページ

http://www.imgu.or.jp 
三越伊勢丹グループ労働組合 ＬＩＮＥ 

ユーザー名：企業コード kc＋従業員コード 8 桁 

パスワード：生年月日（例：20220101）8 桁 

○議案書配付対象者：各雇用形態の非組合員を含む全従業員 



2 

 

2023 年度 春の交渉 議案書(案) 目次 

■関連グループⅠ支部レオテックス直轄分会評議員会議事日程 

■IMGU の｢労使通年協議体制｣と｢春の交渉｣ 

環境認識 

1.社会経済環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

2.三越伊勢丹グループの動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

3.レオテックスの動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

4.春の交渉にあたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

賃金要求 

Ⅰ. 2023 年度 賃金要求の考え方 

1.賃金要求を取り巻く環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

2.賃金要求の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

Ⅱ. 2023 年度 賃金要求(案)について 

1.社員対象 賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

2.メイト社員対象 賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

3.フェロー社員（有期･無期）対象 賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

4.エルダーフェロー対象 賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

5.エルダースタッフ･時給制エルダースタッフ対象 賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

6.ベースアップ要求の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

7.本給表および昇給表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

8.最低賃金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

9.扶養者・年齢別最低賃金要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

2022 年度 労使通年協議の取り組み 

Ⅰ.社員ステージ B 本給制度改定について・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

Ⅱ.グループ共通の人に関わる諸制度 

 1.2024 年度春の交渉以降のグループ共通ベースアップ算出式について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

2.最低賃金引き上げに伴うメイト社員 本給制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

3.短時間勤務制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

4.配偶者転勤休職制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

5.カムバック再雇用制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

6.海外出張時の日当の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

7.要保護者 C 制度に所定労働日数の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

8.リスクシナリオの整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

Ⅲ.その他 検討事項について 

１.ベースとなる賞与支給表の検討について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

２.社員ステージ C・メイト社員 本給制度改定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

３.均衡待遇への取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 



3 

 

４.人財育成の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

Ⅳ.働く環境の整備 

１.年間総実労働時間の短縮に向けた取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

２.職場風土改革に向けた取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

2023 年度 労使通年協議項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

労働協約の改訂および新設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

 

 

 

<本部報告> 

・2023 年度 春の交渉 本部基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

・2023 年度 春の交渉 IMGU 本部最低賃金 要求基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

・2022 年度 グループ労使協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

・IMGU 労働福祉ビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

 

  



4 

 

■2023 年度 関連グループ支部Ⅰレオテックス直轄分会評議員会 議事日程 

  

 1. 開会宣言                               支部書記長 

 2. 資格審査報告                           支部書記長 

 3. 議事日程発表                           支部書記長 

 4. 議事開始宣言                           支部書記長 

 5. 議事  

   第 1 号議案 

Ⅰ.2023 年度 社員賃金要求 

Ⅱ.2023 年度 メイト社員賃金要求 

Ⅲ.2023 年度 フェロー社員（有期・無期）制賃金要求 

Ⅳ.2023 年度 エルダースタッフ（月給制・時給制）賃金要求 

 

   第 2 号議案 

Ⅴ.2022 年度 労使通年協議の取り組み 

Ⅵ.労働協約の改訂および新設 

 

 6. 議事終了宣言                                            支部書記長 

7. 支部執行委員長挨拶                                    支部執行委員長 

 8. 閉会宣言                                                支部書記長 

 

  

日時 ：2023年３月6日(月) 10:00～12:30  

場所 ：組合事務所（ミーティングルーム） 

構成員：分会評議員・支部執行委員 
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■｢労使通年協議｣と｢春の交渉｣ 

①三越伊勢丹グループでは､人事制度など｢人に関わる諸制度｣について､会社･組合双方にて､ 

年間を通した話し合いで決めています(労使通年協議体制)｡ 

②この体制では､会社は経営責任者をはじめとした関係各部署に対して､組合は組合役員や現場メンバー

に対して､協議内容に関する報告や意見交換の場を定期的に設定し､従業員の日々の働き方･生活に

関わる重要な内容について､コンセンサスを取りながら協議を重ねていきます｡ 

③労使通年協議事項は､メンバーズ VOICE を経た上で開催される｢組合支部総会｣で審議決定され､｢労

使協議会｣で正式合意となります｡また､｢労使協議会｣では､制度に基づいて､実際に会社が賃金を支

払うことを確認(賃金要求)しています｡つまり､｢労使通年協議｣の集大成が｢春の交渉｣ということになりま

す｡ 

<労使通年協議のイメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<春の交渉のスケジュール> 
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１．社会経済環境 

１）経済の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）物価の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）雇用の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・2022 年 12 月消費者物価は、総合及び生鮮食品除く指数でともに前年同月比＋4.0％、生鮮食

品・エネルギーを除く指数では 3.3%の上昇でした。2022 年暦年(1~12 月)の平均値の前年比は、

総合指数で 2.5%、生鮮食品除く指数で 2.3%、戦線食品及びエネルギー除く指数で 1.1%となり、

エネルギーや食料など生活に欠かせない品目での値上がり傾向が顕著となっています。 

・2022 年度は、コロナ禍からの緩やかな持ち直しが続く

一方で、中国のコロナ政策やロシアのウクライナ進行等

による世界のサプライチェーン(供給網)の混乱による世

界的なエネルギー・食料価格の高騰や世界経済減速

の影響を受け、当初見通しより下方修正を繰り返し、

国内総生産(GDP)において実質で 1.7%程度、名目

で 1.8%程度の成長に留まると見込まれています。 

＜国内総生産（GDP）の対前年度比増減率＞

年度
2022年度
(政府見込み)

2023年度
(政府見通し)

実質 1.7%程度 1.5%程度

名目 1.8%程度 2.1%程度

内閣府22年12月22日公表
政府経済見通し - 内閣府 (cao.go.jp) 

・2023 年度は、世界経済の減速は見込まれるものの、「物価高克服・経済再生 実現のための総合

経済対策」(2022 年 10 月 28 日閣議決定)の効果が期待されることから、国内総生産(GDP)は実

質で 1.5％程度、名目で 2.1％程度の見通しとしています。民需主導の成長により、実質・名目とも

に GDP の金額は過去最高の「実質 GDP558.5 兆円・名目 GDP571.9 兆円」を見込んでいます。 
 

＜完全失業率・有効求人倍率　月別前年同月比と暦年平均前年比＞ 季節調整値

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年平均

完全失業率

(単位:％） 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6

有効求人倍率

(単位:倍) 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.27 1.29 1.32 1.34 1.35 1.35 1.35 1.28

出所：完全失業率＝総務省 有効求人倍率＝厚生労働省 

・2021年12月の完全失業率は前月同率2.5％となり、2022年暦年平均は2.6%(前年比0.2%

の改善)となりました。2021 年 12 月の有効求人倍率は 3 ヶ月連続同水準の 1.35 倍となり、2022

年暦年平均は 1.28 倍(前年比 0.15 ポイント増)となりました。完全失業率・有効求人倍率ともに 4

年ぶりに前年より改善・増加しました。 

・12 月の就業者数は前年同月比＋10 万人と５ヶ月連続増加し、完全失業者数は前年同月比△

15 万人と 18 ヶ月連続減少しました。うち「勤め先や事業の都合による離職」が 8 万人減少しました。

また、企業求人では、宿泊業・飲食サービス業や製造業が伸長しています。 

・コロナの行動制限緩和に伴う経済活動の回復により雇用環境は改善傾向にはありますが、今後につい

ては、円安・物価高やエネルギー価格の高騰等の企業業績に与える影響を注視する必要があります。 

＜消費者物価指数（CPI）の月別前年同月比と暦年平均前年比＞

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年平均

総合
0.5 0.9 1.2 2.5 2.5 2.4 2.6 3.0 3.0 3.7 3.8 4.0 2.5

生鮮食品

を除く総合 0.2 0.6 0.8 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.0 3.6 3.7 4.0 2.3
生鮮食品

及びエネル

ギーを除く ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.5 2.8 3.0 1.1

出所：総務省 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/mitoshi.html
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２．三越伊勢丹グループの動向 

1）百貨店業界の業績 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）三越伊勢丹グループの業績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３）三越伊勢丹グループの中長期計画（2022-2024 年度）～グループ❝連邦❞の取組み 

・三越伊勢丹グループは、長期に目指す姿を「お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店を中核と

した小売グループ」と定め、2024 年度までの３ヶ年で「百貨店の再生」を目指した中期経営計画を推

進中です。店舗やデジタルを駆使したあらゆる手段でお客さまとつながる「個」のマーケティング戦略が想

定以上の速さで成果を挙げており、３ヶ年計画初年度の業績は期初の計画を上回る見込みです。 

・2023 年は、次期３ヶ年計画で目指す「グループ企業による連邦戦略」の展開フェーズへとスムーズに

移行するための重要な年と位置付けています。グループリソースの活用による外販の強化や、グループ企

業が蓄積したスキルとノウハウの組み合わせによるワンパッケージ提案等による収益手段や規模を高めて

いきます。その先には、不動産、金融決済、データシステム等の事業までも当社のグループ連邦で支える

「百貨店を“核”にした魅力あるまちづくり」の基礎を構築していく構想です。 

単位:億円 第 3 四半期 通期予測 

実績 前年比 通期 前年差 11 月計画差 

総額売上高 8,196 120.2％ 10,800 ＋1,678 ＋50 

売上総利益 2,159 118.3％ 2,870 ＋433 ― 

販管費 1,913 106.6％ 2,610 ＋232 －20 

営業利益 245 816.6％ 260 ＋200 ＋20 

当期純利益 195 216.6％ 255 ＋131 ＋15 

・第 3 四半期(2022 年 4 月~12 月)決算では、コロナ感の染再拡大があったものの、百貨店を中心

とした大幅な増収と経費コントロールの着実な推進により、営業利益は前年差＋215 億円の増益とな

りました。特に伊勢丹新宿本店は、免税売上が戻らない中でも統合以降最高の売上高(2,428 億

円)を記録し、通期では過去一度(1991 年度)しか達成していない 3,000 億円超の売上(予

測:3,078 億円)を見込めるほどの回復傾向にあります。 

・2022 年度通期予測では、総額売上高は百貨店業(除くインバウンド)の好調なトレンドを踏まえ、11

月計画値から＋50 億円の上方修正をしています。売上の増収に加え収支構造改革を計画通り進め

ることを前提に、営業利益・当期純利益ともに 11 月計画値からプラス修正しています。 

＜2022 年度業績＞ 

 

・2022 年の全国百貨店の既存店売上高(日本百

貨店協会公表・既存店ベース)は、21 年比

13.1%増の 4 兆 9,812 億円となり、コロナ禍前の

19 年比 11.1 減まで回復しました。高級ブランド品

や時計、宝飾品の販売好調、政府の観光需要喚

起策「全国旅行支援」や円安効果による訪日客の

高額品購入等も目立ち、売上高は 22 年 12 月ま

で 10 カ月連続のプラスで推移しています。 
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３．レオテックスの動向 

 

 

 

 

1）2022 年度の業績状況 

・2022 年度は、上期はコロナ感染縮小による行動制限解除に伴う来店顧客の増加により、紳士ファッシ

ョン催事やクリアランスの売上増や婦人加工料改定等から前年から大幅に回復し、下期業績も営業利

益 3 ヶ月連続で予算を達成し、12 月時点の通期で 1,160 万の営業黒字を確保しました。 

・自営加工は、上期の技術要員減少による外注依存の厳しい状況から一転、下期は売上増に対して

外注費・仕損じを抑えることにより 12月時点で前年上回る実績を確保しました。事務代行は上期に引

き続き好調に推移しています。しかしながら、12 月は失速傾向にあり、商況的には厳しさが増しています。 

■レオテックス2022年度第3四半期結果と年度計画    ※対比は端数を含めて計算     （単位：百万円未満切捨） 

 2022 年度第 3 四半期（4 月~12 月）業績結果   2022 年度計画 

前年 予算 実績 前年比（差） 予算比（差） 見込み 前年比 

売上高 572 821 793 138.4% 96.6% 1,054 131.4% 

 自営加工 172 220 197 114.3% 89.5%   

事務代行 399 600 595 148.9％ 99.2%   

売上総利益 43 89 79 183.9％ 88.8% 109 184.9% 

 自営加工 ▲5 26 16 (21) 62.3%   

事務代行 48 62 62 130.0% 100.1%   

販管費 75 76 67 89.9% 88.3% 103 99.9% 

 自営加工 40 38 34 84.2% 89.3%   

事務代行 34 38 33 96.7％ 87.2%   

営業利益 ▲32 12 11 (43) 91.7 6 （＋46） 

 自営加工 ▲45 ▲11 ▲17 (28) (5)   

事務代行 13 24 29 213.6% 120.2%   

グループ各社は、グループリソースを最大限活用することにより総合力としてグループ全体の業績や価値な

どを向上させていくことが求められています。その観点で、レオテックスの進捗状況については、連邦戦略を推

進していく上での前提となる自社業績面は厳しい環境ではあるものの営業黒字化の見込みですが、アクシ

ョンプランの具体的な取り組みは課題が残る面も見受けられます。 
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2）3 ヶ年アクションプランの進捗 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

・業績回復に向け、「トップラインの回復」を最優先事項とした「補整加工料の改定」については、全地域

事業会社で改定を完了させましたが、更なる業績確保の基盤となる三越伊勢丹との連携（取組先や

外商との協業）はより積極的な取り組みが求められます。また、安定的な事業継続の基盤となる人材

確保・育成は急務であり、改めて取組項目の優先順位・取捨選択を検討していく必要があります。 

【〇：計画通り　　△：計画未達予測　　×：計画達成困難】

三越伊勢丹外商部との打

合せにより当初計画修正も

あり、衣替え時期に間に合

わず。1~2月実施検討中。

10件訪問(年間15件)

高感度上質戦略 ×
紳士ECとの確認作業に留

まる
実現可能性の明確化

アプローチ4社

獲得見込み1社
新規獲得３社

経営基盤＝人材基盤 ×
行動制限緩和以降、想定

以上の入荷と退職者によ

り、時間確保できず。

袖直しできる技術者3名確

保

22年度修正KPI
戦略 自己評価 進捗状況・結果 下期終了時点

グループ基盤

＝収支構造改革 〇
2022年9月1日付にて全地

域事業会社改定済
下期営業利益　300万

需要の有無やフロー構築の

可能性を調査

中途採用や外部委託の活

用等にて時間捻出に努める

三越伊勢丹のSMに外商向

け説明会と外商担当者に

顧客アプローチを依頼

個客とつながるCRM戦略 ×

自営加工の売上総利益率

向上に向けて、グループ外売

上増と一人当たり生産性向

上に取り組む

引き続き三越伊勢丹の第

2MDグループとアライアンス

推進室と協働、アプローチ

連邦戦略 △

期末に向けたアクション

22年度上期終了時点

上期終了時点

高感度上質戦略

現在フォローされていないEC販売品のお

直しを自社加工室及び傘下の補整業者

の店舗網を生かして、高レベルで全国均

一のお直しを提供する

業務委託契約を1社と締結

し、受注開始

業務委託契約締結1社追

加（合計2社）

個客とつながるCRM戦略

顧客宅にお伺いしてご自宅にある衣料品

をまとめてリフォーム受注　衣料品に限ら

ずバッグも含めリフォーム提案を行い、幅の

広い提案による顧客の更なる固定化を

目指す

5件訪問 10件訪問(年間15件)

経営基盤＝人材基盤

業務委託の技術者に依存しているお直し

技術を社員が習得し内部加工率の向上

実現と、技術の継承を図る

教える事の出来る技術者

6名

教える事の出来る技術者

3名追加

連邦戦略
グループ外のお直し受注

＝ブランドスタイリストの制服お直しを受注

新規契約3社獲得

10社アプローチ

新規契約3社獲得

(年間6社)

10社アプローチ(年間20社)

グループ基盤

＝収支構造改革

首都圏に続き、2022年10月1日までに

地域事業会社の補整加工料を改定する

全地域事業会社の工料改

定日時が確定している

22年度営業利益6百万円

達成

戦略 取組内容 下期終了時点

取組項目 22年度重要KPI
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３）要員体制から見えるレオテックスに求められること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①技術継承 

年代別では、全体で 50 代以上が 6 割程度を占めており、縫製の技術職では 35%を占めております。 

今後数年には、順次定年退職等による自然減が見込まれており、技術職への技術継承の取り組みが急がれ

ています。 

 

②ステージ B の求められる役割 

ステージ・雇用形態別では、ステージ B が 3 名体制となっており、会社経営・運営の要としての役割を担ってい

ます。実際、グループ他企業と比べても経営方針の策定・実行に直接的に関わり、責任を負う立場でもあり、

現在の担う役割に適した処遇のあり方や現状に留まることなく成果発揮とキャリアップを目指す意識を醸成で

きる体系づくりが求められています。 

 

③コミュニケーションと風土・意識改革 

要員減に伴う補充、特に求められる技術レベルを備えた人材確保は保証されているわけではありません。一方、

業績面では利益確保を求められてはいるものの、アクションプランの進捗は十分と言えない状況です。このよう

な現状を前提に、限られた要員で業績回復に向けて何ができるか？何をすべきか？ということを、経営・現場

双方向で直接対話をしていく風土・意識を醸成していく必要があると考えます。 

 

  

2023年4月時点 ＜年代別＞ ＜ステージ・雇用形態別＞

部門 業務 20代 30代 40代 50代 60代以上 計 A B C MT フェロー エルダー* 出向等

経営 1 1 1.8% 1

総務担当 総務・経理 1 1 3 5 8.8% 1 1 2 1

営業担当 営業全般 3 1 4 7.0% 2 1 1

縫製技術 1 10 10 9 1 31 54.4% 8 20 1 2

店頭接客・採寸 0 0.0%

受付・事務代行他 2 8 6 16 28.1% 3 4 3 6 0

計 1 10 13 22 11 57 0 3 13 24 4 11 2

年代分布

全体 1.8% 17.5% 22.8% 38.6% 19.3% ＊エルダー：エルダーフェロー・エルダースタッフ・時給制エルダースタッフ

縫製技術 3.2% 32.3% 32.3% 29.0% 3.2%

57.9%

32.3%

                                                  

●組織図 

レオテックスは、営業担当のもとに百貨

店舗を中心に 9 つの拠点・事業を運

営しています。 

 

●要員体制 

①年代別では、全体で 50 代以上が

6 割程度を占めており、順次定年退

職等による自然減が見込まれていま

す。（2022 年度は 65 歳・60 歳定

年により 10 名減） 

 

②縫製技術は全体の 50%以上であ

る 30 名程度で運営しています。 

 

③ステージ別・雇用形態別では、社長

以下ステージ B3 名体制のもと、現場

運営が行われています。 

2023年1月現在

落合
伊勢丹

新宿

日本橋

三越

銀座

三越

仙台

三越

取締役会

代表取締役社長 監査役

営業担当

総務担当

プランニングスタッフ

スーパーバイザー

札幌丸井

三越

函館丸井

三越
事務代行

２ 

３ １ 
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■ステージ B・C・メイト社員が今後期待されていること 

＜ステージ B＞ 

現在、プロパーのステージ A（経営・部門責任者）不在の中、担当業務のマネジメントに留まらず、経営

方針の策定・実行及び結果を出していく役割を求められています。したがって、担当業務のマネジメント

においても、アクションプラン達成に向けて現場が着実に取り組んでいる状態としていくために、これまで以

上に現場と連携していくことが期待されています。 

＜ステージ C＞ 

チームリーダーとして担当業務のアクションプラン達成に向けて、担当業務や拠点内のメンバーの取りまとめ

や、各人の持っている専門スキルを活かしながら、後輩への指導育成が求められています。同時にそのスキ

ルを向上させていくことも求められており、その上で、これまでの知識と経験をもとに、自律的に日々の業務

を効率よく回転させ、着実に業績向上に繋げていくことが期待されています。 

＜メイト社員＞ 

各拠点・現場において、チームリーダーと連携しながら、各人の持っている専門スキルを活かしながら、同時

にそのスキルを向上させていくことが求められています。その上で、これまでの知識と経験をもとに、自律的に

日々の業務を効率よく回転させ、着実に業績向上に繋げていくことが期待されています。  

アクションプラン達成に向けて、ステージ B はこれまで以上にマネジメントの幅を、ステージ C・

メイト社員は専門スキルの深さを求められていくことになります。このような各ステージ・雇用形

態に求められる役割を踏まえ、本給改定に反映させていきます。 

今回は、以上の状況認識に加え、現行本給体系の課題（以下後述）と合わせ、ステージ B

の本給体系の見直しを優先に労使協議を進めてきています。 
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４．春の交渉にあたり 

レオテックスにおいては、構造改革（オーダー事業終了、事務所移転など）に取り組みながら、限られ

た要員体制の中で業務運営を行い着実に業績の回復が図られています。一方で、スーツ需要の減少や

加工技術者要員減や育成面での課題などもある中、本来業務である自営加工を土台とした安定的な

収益の確保に繋がる営業施策や組織運営などの重要性は高まっていきます。 

 

今回の春の交渉では、社員ステージBの人事賃金制度改定をはじめ、三越伊勢丹グループ共通の制

度について拡充、導入を行います。レオテックスの企業規模を踏まえるとマネジメント層の社員ステージ B

に対する期待役割や責任度合いは大きいと認識しており、組織運営の中心となる立場として、連携・協

力体制の更なる強化も必要です。 

  

組合としては、メンバーとのコミュニケーションを図りながら、職場環境や処遇などにおいて改善実感が得ら

れるよう、労使間での情報共有や組合からの提案、要望などを通じて課題対応に取り組みます。 

    併せて、メンバーの皆さん一人ひとりが、『どうしたら良くなるのか？』 『何が必要なのか？』 などを自分 

事として考え、行動していきましょう 

 

 

■「2023 年度春の交渉」の位置付け 

（2023 年度春の交渉 三越伊勢丹グループ労働組合 本部基本方針より） 

 

2023 年度春の交渉は、全ての支部においてあらゆるツールを活用し、以下の４点を中心に全メンバ

ーと対話・共有する機会として位置付けます。 

 

①現在の企業(グループ全体・自社)がおかれた環境(業績・方針・課題点等)をメンバーと共有する。 

②賃金要求については、本部方針に基づく各支部要求案をメンバーと共有し、審議決定を経た上で早期

の妥結を目指す。 

③人に関わる諸制度について、2022 年度における各支部労使通年協議事項およびＨＤＳ労使協議 

会の協議項目をメンバーと共有し、審議決定を経た上で労使合意と成案化を行う。また、2023 年 

度に予定している労使通年協議事項について、課題認識や考え方についてメンバーとの共有化を図る

と共に、中長期のあるべき姿を描き、実現に向けた取り組みを進める。 

④働く環境整備に向けた取り組み（グループ方針に基づく各支部での総実労働時間の短縮・有休取得

の推進・業務改革、風土改革・法改正の対応等）について、労使および組合の施策や考え等をメンバ

ーと共有し、取り組みを推進する。  
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賃金要求 
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Ⅰ.2023 年度 賃金要求の考え方 

1．賃金要求を取り巻く環境 

１）社会・経済環境 

・国内経済は、後半年度のインバウンド需要の回復等による回復基調も見受けられる一方で、海外情勢

の不安定化等により、エネルギー・食料価格の高騰をはじめとした世界経済の減速懸念が強まっています。

物価動向は原材料価格の高騰や円安による影響から上昇傾向にあり、特にエネルギーや食料など生活

に欠かせない品目での値上がり傾向が顕著となっています。雇用環境はコロナ感染の落ち着きに伴い、宿

泊、飲食・サービス業を中心に就業者数・求人数は増加し、4 年ぶりに改善傾向にあります。 

 

２）企業業績 

・三越伊勢丹グループ業績は、第２四半期決算にて売上・利益ともに増収増益となり、通期予測でも 8

月計画値より上方修正を行い売上・利益ともに増収増益を見込んでいます。 

・レオテックスの 2022 年度第 3 四半期(2021 年 4 月～12 月)実績は、前年から大幅に回復し、12 月

時点の通期で 1,160 万の営業黒字を確保しましたが、12 月は失速傾向にあり、年度末にかけての商

況は厳しさが増しています。 

 

２．賃金要求の方針 

・2023 年度の賃金要求は、2023 年 4 月～2024 年 3 月までの 1 年間の賃金要求となります。 

今回は、三越伊勢丹グループ労働組合(IMGU)の｢2023 年度春の交渉 IMGU 本部基本方針｣に基

づき、要求案を組み立てます。 

 

１）月例賃金要求 

① ベースアップ 

・社員・メイト社員については、・ベースアップについては、ベースアップ要求に関わる構成要素（物価上昇

対応分や生産性向上分等）に基づく判断を基本としつつ、2023 年度は IMGU 本部基本方針に基

づき、物価上昇を踏まえた要求を行います。 

・ベースアップ算出式を適用していない雇用形態（エルダースタッフ･エルダーフェロー）についても、ベースア

ップの構成要素に基づく判断を基本としつつ、2023 年度は特に物価上昇への対応と雇用形態間のバ

ランスを踏まえた対応を図ります。 

② 定期昇給 

･定期昇給は､昇給･昇給制度のある全ての雇用形態において､｢役割成果主義の推進｣｢やりがい･働き

がい｣の観点から､制度上の評価分布･本給表･昇給表を要求します｡あわせて昇格者数や評価制度

の運用ルール等についても確認することを要求します｡ 

③ 初任給・採用賃金 
･初任給･採用賃金は､同業他社との水準や採用市場の環境等を踏まえた要求となります｡ 
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２）最低賃金要求 

・｢2023 年度春の交渉 IMGU 本部最低賃金要求基準｣に基づき、企業内（月収・時間給）最低賃

金及び扶養者年齢別(月例・時間給)の最低賃金及びの要求を行います。 

 

３）賞与要求 

①2022 年度賞与（2023 年６月） 

・企業業績の状況や従業員の成果等を考慮しつつ、これまでの年間賞与水準(平均 2 ヶ月)とのバラン

ス、前回の支給水準や一定の評価反映を行える水準等を勘案し、2023 年 5 月を目途に要求を行い

ます。 

 

②2023 年度賞与（2023 年 12 月・2024 年６月） 

・2023 年度賞与（2023 年 12 月・2024 年６月）は、2022 年度賞与同様に企業業績の状

況や従業員の成果等を考慮しつつ､これまでの年間賞与水準(2 ヶ月)とのバランスや一定の評価反映

を行える水準等を勘案し､都度交渉とします｡なお、2023 年 12 月支給賞与は 10 月を目途に、

2024 年 6 月支給賞与は５月を目途に改めて要求していきます｡ 
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Ⅱ．2023 年度 賃金要求(案)について 

1．社員対象 賃金要求 

項目 内容 参考 

ベースアップ ･一律 2,000 円のベースアップを要求します。 
※ベースアップ要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、「既存

者:4/16～ 転換者:4/16～ 新入社員:4/1～」とします。 

P17 

本給評価 ･昇給表及び本給表に基づき､S･A 評価 3 割以上､B 評価(及び C 評

価)7 割未満の分布とすることを要求します｡ 

 

運用に関する 

要求 

･面談の実施状況の労使確認 

･以下の内容について､人事異動時や評価反映時において適正な運用が

なされていることの労使確認｡ 

･全体及び職務別･資格別の平均本給   (人事異動の前後､評価反映の前後) 

･社員ステージ C の職務別ランク別人数分布 (人事異動の前後､評価反映の前後) 

･社員ステージ B の役割別ランク別人数分布 (人事異動の前後､評価反映前後) 

･社員ステージ B の｢役割が大きく変更する異動｣の有無 

 

･昇格者数の確認｡  

初任給 ･197,000 円以上を要求します｡  

本給表及び昇給表 ･本給表及び昇給表を要求します｡ P18 

最低賃金要求 ･月例賃金 164,500 円を下回らないことを要求します｡ 

※今回要求する月例の最低賃金は､レオテックスで働く月例給の雇用形態の中で､制度

上の最下限水準となります｡対象となるのは、「社員・メイト社員・エルダースタッフ」中

で、最下限となるメイト社員(首都圏以外勤務)の採用賃金及びエルダースタッフⅡ

（首都圏以外）の月額給を基準としています。 

※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

P22 

扶養者･年齢別 

最低賃金 

･基準内賃金が定められた金額を下回る場合には､その差額を手当として

支給することを要求します｡ 

P22 

 

<社員ステージ B･ステージ C 平均賃金引上げ率> 

現行制度(本給表･昇給表および評価分布)に基づき､｢ステージ C で入社し､ステージ B で 60 歳   

定年を迎えたモデル｣に基づき算定しています｡役割･資格や職務の変更に伴う賃金引上げ分も含め

た賃金引上げ率は､｢2.73%(内ベア分 0.84%)｣(平均賃金引上げ額 6,513 円)と試算されます｡ 

 

■算出方法 

①本給引き上げ額   : モデル上の本給最高額   -   勤続初年度の本給 

②平均賃金引き上げ額:(①本給引き上げ額)   ÷   モデル上の本給最高額の勤続年数 

③平均賃金引上げ率 : (②平均賃金引き上げ額) ÷   平均本給* 

*平均本給は､毎年度の春の交渉時に確認している 3 月末時点の要員予測をベースに算出された数値を使用 

  

審議決定事項 
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2．メイト社員対象 賃金要求 
項目 内容 参考 

ベースアップ ･一律 2,000 円のベースアップを要求します。 
※ベースアップ要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、「既存

者:4/16～ 転換者:4/16～ 新入社員:4/1～」とします。 

P17 

本給評価 ･昇給表及び本給表に基づき､S･A 評価 3 割以上､B 評価(及び C 評

価)7 割未満の分布とすることを要求します｡ 

 

運用に関する 

要求 

･面談の実施状況の労使確認 

･以下の内容について､人事異動時や評価反映時において適正な運用が

なされていることの労使確認｡ 

･平均本給       (人事異動の前後､評価反映の前後) 

･職務別の人数分布 (人事異動の前後､評価反映の前後) 

 

･昇格者数の確認｡  

採用賃金 
･東京                 :174,500 円 

･東京以外(札幌・函館・仙台)  :164,500 円 以上を要求します｡ 

 

本給表及び昇給表 ･本給表及び昇給表を要求します｡ P20 

最低賃金 ･月例賃金 164,500 円を下回らないことを要求します｡ 

※今回要求する月例の最低賃金は､レオテックスで働く月例給の雇用形態の中で､制度

上の最下限水準となります｡対象となるのは、「社員・メイト社員・エルダースタッフ」中

で、最下限となるメイト社員(首都圏以外勤務)の採用賃金及びエルダースタッフⅡ

（首都圏以外）の月額給を基準としています。 

※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

P22 

扶養者･年齢別 

最低賃金 

･基準内賃金が定められた金額を下回る場合には､その差額を手当として

支給することを要求します｡ 

P22 

 

<メイト社員 平均賃金引上げ率> 

現行制度(本給表･昇給表および評価分布)に基づき､｢メイト社員として入社し､勤続 20 年までの 

モデル｣に基づき算定しています｡職務の変更に伴う賃金引上げ分も含めた賃金引上げ率は､ 

｢1.54%(内ベア分 0.51%)｣(平均賃金引上げ額 3,000 円)と試算されます｡ 

 

■算出方法 

①本給引き上げ額   : モデル上の本給最高額   -   勤続初年度の本給 

②平均賃金引き上げ額:(①本給引き上げ額)   ÷   モデル上の本給最高額の勤続年数 

③平均賃金引上げ率 : (②平均賃金引き上げ額) ÷   平均本給* 

*平均本給は､毎年度の春の交渉時に確認している 3 月末時点の要員予測をベースに算出された数値を使用 
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3．フェロー社員(有期･無期)対象 賃金要求 
項目 内容 参考 

ベースアップ ・一律 10 円を要求します。 
※ベースアップはベース給の引上げで対応します。 

※ベースアップ要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、4/11～とします。 

P17 

評価要求 ･有期については､能力給評価表に基づき､平均 B 評価以上の分布とす

ることを要求します｡ 

･無期については､能力給･昇給運用テーブルに基づき､平均 B 評価以上

とすることを要求します｡ 

 

能力給評価表 

能力給表･昇給

運用テーブル 

･有期:｢能力給評価表｣を表のとおり要求します｡ 

･無期:｢能力給表｣･｢昇給運用テーブル｣を表の通り要求します｡ 

P21 

運用に関する要求 ･面談の実施状況の労使確認 

･評価反映後の平均時給の労使確認 
 

採用賃金 ･採用賃金を以下の通り要求します｡ 
 

東京 北海道 宮城 

1,085 円 930 円 895 円 

 

最低賃金 ･時間給は勤務地別最低賃金を下回らないことを要求します｡ 

※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

P22 

4．エルダーフェロー対象 賃金要求 
項目 内容 参考 

ベースアップ ・一律 10 円を要求します。 
※ベースアップ要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、4/1～とします。 

P17 

最低賃金 ･時間給は勤務地別最低賃金 895 円を下回らないことを要求します｡ 

※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

P22 

※エルダーフェローの能力給については､フェロー社員(有期･無期)が 60 歳を迎える時点の金額維持のため要求は行いません｡ 
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5．エルダースタッフ･時給制エルダースタッフ対象 賃金要求 
項目 内容 参考 

ベースアップ ・月給制は一律 2,000 円、時給制は一律 10 円を要求します。 
※ベースアップ要求の賃金反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ、「時給

制:4/1～ 月給制:4/16～」とします。 

P17 

賃金要求 ･エルダースタッフ        :｢月額給料表｣を要求します｡ 

･時給制エルダースタッフ:｢時間給料表｣を要求します｡ 

P21 

最低賃金 ･エルダースタッフ:月例賃金 164,500 円を下回らないことを要求します｡ 
※今回要求する月例の最低賃金は､レオテックスで働く月例給の雇用形態の中で､制度

上の最下限水準となります｡対象となるのは、「社員・メイト社員・エルダースタッフ中で、
最下限となるメイト社員(首都圏以外勤務)の採用賃金及びエルダースタッフⅡ（首都
圏以外）の月額給を基準としています。 
※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

P22 

･時給制エルダースタッフ:勤務地別最低賃金 895 円を下回らないことを

要求します｡ 
※今回要求する最低賃金は､2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日の在籍者を

対象とします｡なお､障がい者雇用については個々に定めた賃金水準を優先します｡ 

６．ベースアップ要求の考え方 

1）社員･メイト社員 

【2023 年度春の交渉におけるベースアップの考え方】 

IMGU では、「労使通年協議の効率化・充実化」「メンバーに対するわかりやすさ・納得性の向上」

「一体感の醸成」を目的に、月給制 社員を対象に物価上昇率に連動した「グループ共通ベースアップ

算出式」を仕組みとして適用しています。 2023 年度春の交渉では、現在の物価状況がベースアップ

算出式の付帯条項である「想定外の大幅な物価上昇」に該当すると捉え、 グループ共通のベースアッ

プ算出式に基づいた要求はおこなわず、物価上昇への対応と、全メンバーの一体感醸成を考慮した

実効性ある水準として、「2,000 円のベースアップ」を要求するものとします。 

グループ共通ベースアップ算出式  

･現行制度の有効期間は 4 年間(2020~2023 年度)とする｡ 
･下記の大きな環境変化が生じた場合には､算出式の取扱いについて別途労使協議の上で対応する｡  
①消費増税等､国の政策により物価が上昇した場合 
②想定外の大幅な物価上昇 
③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 など 

･算出式=基準となるベースアップ額=基礎額 292,000 円×物価上昇率に応じた係数 

 

 

 

 

 

 

<消費者物価指数の推移> 単位:％ 

  

●物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数(全国･総合)の 

前年同月比を使用します。 

●物価上昇率に応じた係数は、右記表に対して係数を特定します。 

●算出式で使用する物価上昇率は 10 月までの確定値を基に下記の式にて 

算出する。 

 (｢1～10 月までの物価上昇率合計｣＋｢みなし物価上昇率(11 月、12 月分)×2 ヶ月」)÷12 

  *｢みなし物価上昇率｣は、総務省が発表した 8・9・10 月の消費者物価指数の平均値を使用します。 

  *｢みなし物価上昇率｣および暦年平均の物価上昇率は小数点第 2 位を四捨五入し、第 1 位までの数値とします。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年平均

0.5 0.9 1.2 2.5 2.5 2.4 2.6 3.0 3.0 3.7 3.2 3.2 2.4
みなし値(8~10月平均)
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2）フェロー社員(有期･無期) 

【2023 年度春の交渉におけるベースアップの考え方】 

・算出式を適用していない雇用形態は、ベースアップ構成要素に基づく判断を基本とするものの、特に

2023 年度は物価上昇への対応と雇用形態間のバランスを踏まえた対応を行います。具体的には、算

出式のある雇用形態との一体感の醸成と賃金水準とのバランスを考慮した実効性ある水準として、「時

給制は 10 円」のベースアップ」を全支部にて要求します。 

※フェロー社員は､以下 4 つの構成要素を総合的に勘案し､ベースアップの判断を行います｡ 

①物価上昇分 

･2022 年暦年(2022 年 1 年~12 月)物価上昇率(総合指数)は、前年比 2.5%でした｡ 

②生産性向上分 

・レオテックスの 2022 年度第 3 四半期(2021 年 4 月～12 月)実績は、前年から大幅に回復し、

12 月時点の通期で 1,160 万の営業黒字を確保しましたが、12 月は失速傾向にあり、年度末に

かけての商況は厳しさが増しています。 

③採用賃金上昇対応分 

･採用賃金については､直近の時給水準に大きな変化が見受けられないため､現在籍者に対する大き

な影響はないと判断します｡ 

④働き方と賃金バランス 

･直近 1 年間において求められる役割や働き方に大きな変化は見受けられないことから、働き方と賃

金水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。 

 

３）エルダースタッフ（月給制・時給制）･エルダーフェロー 

【2023 年度春の交渉におけるベースアップの考え方】 

・算出式を適用していない雇用形態は、ベースアップ構成要素に基づく判断を基本とするものの、特に

2023 年度は物価上昇への対応と雇用形態間のバランスを踏まえた対応を行います。具体的には、算

出式のある雇用形態との一体感の醸成と賃金水準とのバランスを考慮した実効性ある水準として、「月

給制は 2,000 円、時給制は 10 円」のベースアップ」を全支部にて要求します。 

※エルダースタッフ･エルダーフェローは､以下 3 つの構成要素を総合的に勘案し､ベースアップの判断

を行います｡ 

①物価上昇分 

･2022 年暦年(2022 年 1 年~12 月)物価上昇率(総合指数)は、前年比 2.5%でした｡ 

②生産性向上分 

・レオテックスの 2022 年度第 3 四半期(2022 年 4 月～12 月)実績は、前年から大幅に回復し、

12 月時点の通期で 1,160 万の営業黒字を確保しましたが、12 月は失速傾向にあり、年度末に

かけての商況は厳しさが増しています。 

③働き方と賃金バランス 

･直近 1 年間において求められる役割や働き方に大きな変化は見受けられないことから、働き方と賃

金水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。  
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７．本給表および昇給表 

1)社員ステージ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行体系 ～2023 年 6 月 15 日まで使用 

（単位：円）

PV B１ B2 B３ B4

ランク 254,000 254,000 254,000

1 400,000

2 397,500

3 395,000

4 392,500

5 390,000

6 387,500

7 385,000

8 382,500

9 380,000

10 377,500

11 375,000

12 372,500

13 370,000

14 367,500

15 365,000

16 362,500

17 360,000

18 357,500

19 355,000 355,000

20 352,500 352,500

21 350,000 350,000

22 347,500 347,500

23 345,000 345,000

24 342,500 342,500

25 340,000 340,000

26 337,500 337,500

27 335,000 335,000

28 332,500 332,500

29 330,000

30 327,500

31 325,000

32 322,500

33 320,000

34 317,500

35 315,000

36 312,500

37 310,000 310,000

38 307,500 307,500

39 305,000 305,000

40 302,500 302,500

41 300,000 300,000

42 297,500 297,500

43 295,000 295,000

44 292,500 292,500

45 290,000 290,000

46 287,500 287,500

47 285,000

48 282,500

49 280,000

50 277,500

51 275,000

52 272,500

53 270,000

54 267,500

55 265,000

56 262,500

57 260,000

58 257,500

59 255,000

60 252,500

61 250,000

62 247,500

63 245,000 245,000

64 242,500 242,500

65 240,000 240,000

66 237,500

67 235,000

＜役割成果給＞

＜資格給＞ （単位：円）

資格 金額

ステージB 57,000

ベースアップ要求分は資格

給に反映しています。 

＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

ゾーンごとの

最上位ランク

B1: 2 ~   14ランク

R1 B2:20 ~  32ランク 2 1 0 -1
B3:38 ~  51ランク

B1:15 ~   28ランク

R2 B2:33 ~   46ランク

B3:52 ~   65ランク

B4:64 ~ 　67ランク

-1

3 2 1 0

Ｒ0 0 0 0
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ランク 金額

1 335,000

2 334,000

3 333,000

4 332,000

5 331,000

6 330,000

7 329,000

8 328,000

9 327,000

10 326,000

11 325,000

12 324,000

13 323,000

14 322,000

15 321,000

16 320,000

17 319,000

18 318,000

19 317,000

20 316,000

21 315,000

22 314,000

23 313,000

24 312,000

25 311,000

26 310,000

27 309,000

28 308,000

29 307,000

30 306,000

31 305,000

32 304,000

33 303,000 ランク 金額

34 302,000 34 302,000

35 301,000 35 301,000

36 300,000 36 300,000

37 299,000 37 299,000

38 298,000 38 298,000

39 297,000 39 297,000

40 296,000 40 296,000

41 295,000 41 295,000

42 294,000 42 294,000

43 293,000 43 293,000

44 292,000 44 292,000

45 291,000 45 291,000

46 290,000 46 290,000

47 289,000 47 289,000

48 288,000 48 288,000

49 287,000 49 287,000

50 286,000 50 286,000

51 51 285,000

52 52 284,000

53 53 283,000

54 54 282,000

55 55 281,000

56 56 280,000

57 57 279,000

58 58 278,000

59 59 277,000

60 60 276,000

61 61 275,000

62 62 274,000

63 63 273,000

64 64 272,000

65 65 271,000

66 66 270,000 ランク 金額

67 67 269,000 67 269,000

68 68 268,000 68 268,000

69 69 267,000 69 267,000

70 70 266,000 70 266,000

71 71 265,000 71 265,000

72 72 264,000 72 264,000

73 73 263,000 73 263,000

74 74 262,000 74 262,000

75 75 261,000 75 261,000

76 76 260,000 76 260,000

77 77 259,000 77 259,000

78 78 258,000 78 258,000

79 79 257,000 79 257,000

80 80 256,000 80 256,000

81 81 255,000 81 255,000

82 82 254,000 82 254,000

83 83 253,000 83 253,000

84 84 84 252,000

85 85 85 251,000

86 86 86 250,000

87 87 87 249,000

88 88 88 248,000

89 89 89 247,000

90 90 90 246,000

91 91 91 245,000

92 92 92 244,000

93 93 93 243,000

94 94 94 242,000

95 95 95 241,000

96 96 96 240,000

97 97 97 239,000

98 98 98 238,000

99 99 99 237,000

100 100 100 236,000

101 101 101 235,000

102 102 102 234,000

103 103 103 233,000

104 104 104 232,000

105 105 105 231,000

106 106 106 230,000

107 107 107 229,000

108 108 108 228,000

109 109 109 227,000

110 110 110 226,000

111 111 111 225,000

112 112 112 224,000

113 113 113 223,000

114 114 114 222,000

115 115 115 221,000

116 116 116 220,000

G2（グレード2）

G1（グレード1）

G3（グレード3） ＜個人成果給＞   （単位:円） 

＜役割給＞ （単位：円）

役割 金額

① 60,000

② 40,000

③ 20,000

④ 10,000

＜資格給＞ （単位：円）

資格 金額

ステージB 82,000

＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

G3:  1ランク

Ｒ0 G2:34ランク 0 0 0 -2
G1:67ランク

G3:  2 ~   15ランク

R1 G2:35 ~   48ランク 3 1 0 -1
G1:68 ~   81ランク

G3:16 ~   30ランク

R2 G2:49 ~   63ランク 5 3 1 0
G1:82 ~   96ランク

G3:31 ~   50ランク

R3 G2:64 ~   83ランク 7 5 3 0
G1:97 ~ 116ランク

新体系 2023 年 6 月 16 日～使用 

ベースアップ要求分は資格

給に反映しています。 
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2)社員ステージ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

ゾーンごとの

最上位ランク

TL職:    2 ~  11ランク

R1 SL職:   7 ~  18ランク 2 1 0 -1
一般職:17~  31ランク

TL職:  12 ~   21ランク

R2 SL職:  19 ~   31ランク 3 2 1 0
一般職:32 ~ 　46ランク

Ｒ0 0 0 0 -1

＜ベース給＞（単位：円）

資格 金額

ステージC 187,000

ベースアップ要求分は資格

給に反映しています。 

（単位：円）

PV TL職 SL職 一般職

ランク 254,000 254,000

1 100,000 220,000 220,000

2 98,000 220,000 220,000

3 96,000 220,000 220,000

4 94,000 220,000 220,000

5 92,000 220,000 220,000

6 90,000 90,000 220,000

7 88,000 88,000 220,000

8 86,000 86,000 220,000

9 84,000 84,000 220,000

10 82,000 82,000 220,000

11 80,000 80,000 220,000

12 78,000 78,000 220,000

13 76,000 76,000 220,000

14 74,000 74,000 220,000

15 72,000 72,000 220,000

16 70,000 70,000 70,000

17 68,000 68,000 68,000

18 66,000 66,000 66,000

19 64,000 64,000 64,000

20 62,000 62,000 62,000

21 60,000 60,000 60,000

22 58,000 58,000

23 56,000 56,000

24 54,000 54,000

25 52,000 52,000

26 50,000 50,000

27 48,000 48,000

28 46,000 46,000

29 44,000 44,000

30 42,000 42,000

31 40,000 40,000

32 38,000

33 36,000

34 34,000

35 32,000

36 30,000

37 28,000

38 26,000

39 24,000

40 22,000

41 20,000

42 18,000

43 16,000

44 14,000

45 12,000

46 10,000

＜役割成果給＞
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3)メイト社員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円）

PV TL職 SL職 一般職

ランク 254,000 254,000

1 100,000 220,000 220,000

2 98,000 218,000 218,000

3 96,000 216,000 216,000

4 94,000 214,000 214,000

5 92,000 212,000 212,000

6 90,000 90,000 210,000

7 88,000 88,000 208,000

8 86,000 86,000 206,000

9 84,000 84,000 204,000

10 82,000 82,000 202,000

11 80,000 80,000 200,000

12 78,000 78,000 198,000

13 76,000 76,000 196,000

14 74,000 74,000 194,000

15 72,000 72,000 192,000

16 70,000 70,000 70,000

17 68,000 68,000 68,000

18 66,000 66,000 66,000

19 64,000 64,000 64,000

20 62,000 62,000 62,000

21 60,000 60,000 60,000

22 58,000 58,000

23 56,000 56,000

24 54,000 54,000

25 52,000 52,000

26 50,000 50,000

27 48,000 48,000

28 46,000 46,000

29 44,000 44,000

30 42,000 42,000

31 40,000 40,000

32 38,000

33 36,000

34 34,000

35 32,000

36 30,000

37 28,000

38 26,000

39 24,000

40 22,000

41 20,000

42 18,000

43 16,000

44 14,000

45 12,000

46 10,000

47 8,000

＜役割成果給＞ ＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

ゾーンごとの

最上位ランク

TL職:    2 ~  11ランク

R1 SL職:   7 ~  18ランク 2 1 0 -1
一般職:17~  31ランク

TL職:  12 ~   21ランク

R2 SL職:  19 ~   31ランク 3 2 1 0
一般職:32 ~ 　47ランク

Ｒ0 0 0 0 -1

ベースアップ要求分はベー

ス給に反映しています。 

＜ベース給＞（単位：円）

資格 金額

メイト社員 106,500

＜地域給＞ （単位：円）

地域 金額

東京 60,000

東京以外 50,000
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4)フェロー社員(有期･無期) 

①能力給評価表(フェロー社員 有期雇用)  

<2022 年度下期評価および 2023 年度上期評価> 

累積能力給 S A B C D 

0 円~235 円 20 10 5 0 ▲10 

②能力給および昇給運用テーブル(フェロー社員 無期雇用) 

<2022 年度下期評価および 2023 年度上期評価> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ベース給(フェロー社員 有期・無期) 

ベース給 

730 円 

5)エルダースタッフ（月給制・時給制） 

①月額給料表 

エルダースタッフ区分 東京勤務者 東京以外勤務者 

エルダースタッフⅡ SS-2 176,000 円 164,500 円 

エルダースタッフⅢ SS-3 196,000 円 177,000 円 

エルダースタッフⅣ SS-4 216,000 円 195,000 円 

エルダースタッフⅤ SS-5 246,000 円 222,000 円 

なお､東京以外は以下の通りとする｡ 

東京以外 北海道･宮城県 

   ※上記月額給料表をベースとしつつ､60 歳到達時点の水準を上回る場合は､60 歳時点の水準を維持します｡ 

②時間給料表 

エルダースタッフ区分 東京勤務者 東京以外勤務者 

時給制エルダースタッフⅡ SST-2 1,085 円 965 円 

時給制エルダースタッフⅢ SST-3 1,195 円 1,075 円 

時給制エルダースタッフⅣ SST-4 1,315 円 1,185 円 

時給制エルダースタッフⅤ SST-5 1,495 円 1,355 円 

なお､東京以外は以下の通りとする｡ 

東京以外 北海道･宮城県 

   ※上記時間額給料表をベースとしつつ､60 歳到達時点の水準を上回る場合は､60 歳時点の水準を維持します｡  

＜能力給＞

ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額 ランク 金額

1 435 11 385 21 335 31 285 41 235 51 185 61 135 71 85 81 35

2 430 12 380 22 330 32 280 42 230 52 180 62 130 72 80 82 30

3 425 13 375 23 325 33 275 43 225 53 175 63 125 73 75 83 25

4 420 14 370 24 320 34 270 44 220 54 170 64 120 74 70 84 20

5 415 15 365 25 315 35 265 45 215 55 165 65 115 75 65 85 15
6 410 16 360 26 310 36 260 46 210 56 160 66 110 76 60 86 10
7 405 17 355 27 305 37 255 47 205 57 155 67 105 77 55 87 5

8 400 18 350 28 300 38 250 48 200 58 150 68 100 78 50 88 0

9 395 19 345 29 295 39 245 49 195 59 145 69 95 79 45

10 390 20 340 30 290 40 240 50 190 60 140 70 90 80 40

■昇給運用テーブル （単位：円）

レンジ ランク Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

R0 1 0 0 0 -10

R1 　2‐40 10 5 0 -5

R2 41‐88 20 10 5 0

■昇給運用テーブル （単位：円）

レンジ ランク Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

R0 1 0 0 0 -10 -20

R1 　2‐40 10 5 0 -5 -15

R2 41‐88 20 10 5 0 -10

※ベースアップ 10 円を反映しています。 

※ベースアップ 2,000 円を反映しています。 

※ベースアップ 10 円を反映しています。 
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８．最低賃金 

1)最低賃金の考え方 

日本では､実質的･文化的な生活を最低限維持するために必要な賃金水準として､地域別･産業

別に最低賃金が設けられています｡この公的な最低賃金の水準を決定する際､その地域･産業内の

各企業における賃金表や企業内最低賃金の締結･改正が大きな影響を与えます｡ 

三越伊勢丹グループ労働組合では､独自の要求基準を設定することにより､企業内外のともに働く

労働者の賃金水準の底上げを図る取り組みの推進に繋げています｡ 

 

2)時間給(対象:フェロー社員(有期･無期)･エルダーフェロー・エルダースタッフ（時給制）) 

 

 
 

<基準の適用要件> 

･IMGU の企業内最低賃金の(月例給)の要求基準を基礎とし､法定における最長の年間労働時

間や各都道府県の公的最低賃金(地域別･産業別最低賃金)等を加味して決定しています｡ 

･各支部･分会の制度上の時間給は､各地域の事業所における採用賃金とします｡ 

･各地域の採用賃金等が IMGU 基準を上回る場合には､採用賃金等を踏まえた最低賃金要求と

します｡ 

･各支部･分会の要求水準が､IMGU の本部要求水準を下回る場合は､その本部要求水準が公

的最低賃金と同水準であれば､必ず引き上げの対応を労使間で確認し､実施することとします｡ 

･年度中に公的最低賃金が改定された場合は､改めて IMGU 本部基準を確認します｡算定の結果､

IMGU 本部基準の改定が必要と判断した地域については､公的最賃の改定発効される年月日以

前に改定基準以上を適用させることとします｡ 

 

９．扶養者･年齢別最低賃金要求(対象:社員･メイト社員) 

｢扶養者･年齢別最低賃金要求基準｣は､生活者の観点からの賃金確保を目的に日常生活を営

む上で最低限維持すべき月例給の水準を扶養者数と年齢に応じて定めたものです｡ 

扶養者の基準内賃金が､この扶養者･年齢別の基準額を下回る場合には､その差額を手当として

保障することを要求します｡この要求は､三越伊勢丹グループ労働組合が定めた基準に基づき行いま

す｡ 

扶養者の基準内賃金が以下の年齢別･扶養者別最低賃金を下回る場合には､その差額を手当とし

て支給することを要求します｡ 

 

 

 

 

 

 

東京 北海道 宮城 

1,085 円 930 円 895 円 

 

27 歳（一人扶養基準）     173,500 円 
30 歳（二人扶養基準）     192,500 円 
33 歳（三人扶養基準）     211,300 円 
36 歳（四人扶養基準）     230,200 円 

 

※支給対象者の年齢が 27 歳未満の場合は 27 歳の、37 歳以上の場合は 36 歳の要求額とします。 

また、被扶養者数には上限は設けず、被扶養者数に応じ 10,000 円を加算します。 
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<支給対象者について> 

･今回要求する最低賃金は､2022 年 4 月 1 日~2023 年 3 月 31 日に在籍し､主として本人の

収入により世帯の生計を維持している者を対象とします｡なお､三越伊勢丹グループ内に生計を一に

する配偶者･同居親族が在籍している場合､収入の高い方を対象者とします｡ 

･対象者の年齢は､要求年度の 4 月 1 日現在における満年齢を基準とし､満 60 歳を上限とします｡ 

･対象者およびその被扶養者が公的給付を受給している場合､その収入と基準内賃金を合わせたも

のが､上記最低賃金との差額を算出する上での対象者の収入範囲とします｡なお､公的給付の対象

は､扶養､障がいや年金関連(児童手当･特別障がい手当･遺族年金等)とします｡会社への申告は､

該当する公的給付が発生した時点で速やかにおこなうものとします｡(※公的年金のように 2 ヶ月分

を 1 回にまとめて給付される場合､月按分して 1 ヶ月分の給付額を算出し､収入の範囲に算定する

こととします｡) 

･保障額の支給については､本人の申告に基づき行われます｡4 月中に会社より基準額および申告方

法(申告期日や申告書等)に関する通達があり､5 月支給給与にて 4 月分と合わせた保障額が支

給されます｡それ以降は､申告のあった月より支給されることになります｡なお､保障分は月例給への対

応とし､賞与へは反映しません｡ 

･育児･介護等の短時間勤務者については､本給より控除されている割合と同じ割合を該当する扶

養者･年齢別最低賃金より差し引いた金額と比較し､控除された本給の金額が下回る場合､差額

を支給するものとします｡ 

<被扶養者について> 

･被扶養者の範囲は､各企業の扶養家族手当の対象としている子および税法上の扶養家族であり

日本国内に居住している者とします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考　　要求基準額に基づく扶養者･年齢別の保障月額＞

(単位：円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養

～27 173,500 183,500 193,500 203,500

28 176,500 186,500 196,500 206,500

29 179,500 189,500 199,500 209,500

30 182,500 192,500 202,500 212,500

31 185,500 195,500 205,500 215,500

32 188,400 198,400 208,400 218,400

33 191,300 201,300 211,300 221,300

34 194,300 204,300 214,300 224,300

35 197,300 207,300 217,300 227,300

36～ 200,200 210,200 220,200 230,200
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■参考:2022 年度 要求基準額に基づく扶養者･年齢別の保障月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単位：円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養

～27 166,800 176,800 186,800 196,800

28 170,400 180,400 190,400 200,400

29 173,900 183,900 193,900 203,900

30 177,400 187,400 197,400 207,400

31 180,900 190,900 200,900 210,900

32 184,400 194,400 204,400 214,400

33 187,800 197,800 207,800 217,800

34 191,300 201,300 211,300 221,300

35 194,800 204,800 214,800 224,800

36～ 198,200 208,200 218,200 228,200



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年度の通年協議事項 
 

人に関わる諸制

度の検討 

１．社員（ステージ B）人事賃金制度の改定 

２．グループ共通の人に関わる諸制度 

１）2024 年度春の交渉以降のグループ共通ベースアップ算出式について 

２）最低賃金引き上げに伴うメイト社員 本給制度の見直し 

３）短時間勤務制度導入 

４）配偶者転勤休職制度の導入 

５）カムバック再雇用制度の導入 

６）海外出張時の日当の見直し 

７）要保護者 C 制度に所定労働日数の低減の導入 

８）リスクシナリオの整理 

３．その他 検討事項について 

 １）ベースとなる賞与支給表の検討について 

 ２）社員ステージ C・メイト社員 本給制度改定について 

 ３）均衡待遇への取り組みについて 

４）人財育成の取り組み 

４．グループ共通の検討項目 

働く環境の整備 １．年間総実働時間の短縮に向けた取り組み 

２．職場風土改革に向けた取り組み 

  

2022 年度労使通年協議の取り組み 
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Ⅰ．社員ステージ B 本給制度改定について 

１．制度改定の目的 

レオテックスでは、業績回復を最優先事項とし、社内外に対する営業活動や自営加工における生産

性向上に繋がる取り組みが急務であり、組織運営面では限られた要員の中で全社一丸となって成果を

上げる体制・意識改革が求められています。特に、会社経営・運営の要としての役割を担っているステー

ジ B の期待役割を反映させた本給体系の再構築が必要であると判断し、取り組んできました。 

 

 

 

２．制度改定のイメージ 

・本給構成において、現行体系における「役割成果給」を、役割変動を反映する「役割給」と成果の積

上げを反映する「個人成果給」に大別します。 

・「個人成果給」については、中長期的なやりがい・働きがいやチャレンジ意識醸成を目的に、3 つのグレー

ドで設定し、進級審査によるステップアップを可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本給の上限・下限水準の見直しについて＞ 

①上限水準は、今後のステージ B の担う役割の大きさを想定し 20,000 円引き上げます。 

現行:B1 1 ランク＝455,000 円➡改定：G３ １ランク＝475,000 円 

これに伴い、ステージ A の下限水準も引き上げます（後述） 

②下限水準は、現行運用やステージ C 上限水準（285,000 円）とのバランスを考慮し、ステージ B の現行下限

水準（290,000 円）から役割に応じて 20,000～70,000 円引き上げます。  

今回の改定により、ステージ B の中長期的なやりがい・働きがい維持と更なる高いレベルで

の成果発揮を目指しチャレンジする意識醸成に繋げていきます。 

審議決定事項 
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３．資格給について 

 

 

 

 

 

４．役割給について 

１）具体的な運用と水準 

・ステージ B の中で、役割の大きさによって、役割①～④を設定します。 

・レオテックスの組織上において通常担う範囲は、基本的に「役割②・③」で運用することを想定しています。 

それを基準に相対的に大きい役割は「役割①」とし、人事担当付出勤・要保護勤務は「役割④」とします。 

・なお、現行の要員体制を踏まえたステージ B に求められる 

役割・責任の大きさを重視し、「役割①」に就いた場合の 

本給上限水準（G３ １ランク＝475,000 円）は、 

現行水準に比べ 20,000 円引きあがることになります。 

・役割給のそれぞれの水準は、右下の図の通りです。 

 

２）役割変動に伴う賃金変動 

 

 

 

 

 

３）運用上の対応 

 

 

 

 

 

 

 

４）役割の定義 

 

  

・昇格時のインセンティブとしての要素やベースアップ対応と

いう観点から、改めて資格給を設定します。 

・水準については、他のステージとの水準や今回設定する

役割給・個人成果給とのバランス等を踏まえ設定します。 
※資格給については、今回のベースアップ要求を反映

した水準を記載しています。 

 

・役割変動時の賃金反映タイミングは、現行のルールに

準じ、異動・役割変更が 16 日以前の場合は翌月支

給給与より、17 日以降の場合は翌々月支給給与か

ら反映することとします。 

・現行の役割の大きさを

図る指標は、右記の通

り変更なし 

・育児介護や傷病休職、

要保護勤務時等の役

割給の運用は、右記の

通りです。 

現行制度 制度改定後

育児介護休職者 ゾーン変更なし 役割変更なし

人事担当付休職者（傷病休職含む） B4ゾーン 役割給無し

人事担当付出勤者（要保護勤務） B4ゾーン 役割給④

退職前 有給休暇含む30日以上労務提供無し 役割変更なし 役割変更なし

その他　3ヶ月以上労務提供無し 役割変更なし 役割変更なし

■役割りの定義（役割の大きさ）

責任・影響の大きさ（50%） ・組織サイズ　・責任範囲　・人事管理

戦略上の位置づけ（10%） ・企業の意思　・競争優位の可能性　・市場・事業の魅力度

必要な能力要件（40%） ・コミュニケーション　・問題解決　・知識経験
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５．個人成果給について 

１）グレードについて 

ステージＢの個人成果給において「グレード」を 3 つ設定します。 

①目的 

・ステージＢ在籍期間の中で、現行運用と同様に一定のあゆみやステップ感を実感できる仕組み（早期

に一定の賃金上昇の機会を確保）とし、中長期的なやりがい・働きがいに繋がるようにします。 

②定義 

・グレードは、期待役割ではなく「期待成果」の高さを表しています。具体的には、ステージＢとしての成果

発揮の再現性が高く、より大きな成果発揮が期待されるごとに高いグレードとなります。 

③担う範囲 

・役割と成果の反映部分を区分けする考え方に基づき、グレードによる担う役割には違いは設けないもの

とします。これにより、グレードに関わらず適正な人財活用を実現するとともに、早期に大きな役割を担う

ことが可能な仕組みとします。 

 

■参考 期待成果について 
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２）グレード間進級について 

・グレード進級は、グレードの定義に基づき、ステージ B の中で成果発揮の再現性や期待成果の高さを審

査するものとします。受検資格等については、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考 昇格制度 

１）ステージ A 昇格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グループ共通アセスメント＞ 

①受検資格 

・ステージＢ昇格後、原則 2 年以上経過した者。 

・自らグループ共通アセスメントへの受検を希望（本人のエントリー）していること。 

・受検考課で会社が認めた者 

②受検回数：上限 3 回 

  

①具体的な進級審査

受験資格 進級審査

G１➡G２ ・ステージB昇格後、原則3年以上経過者

（昇格後4年目以降、受験可）

・本人申請

・所属長による進級考課「A」

G２➡G３ ・ステージB昇格後、原則5年以上経過者

（昇格後6年目以降、受験可）

・本人申請

・所属長による進級考課「A」

・一定の審査

※ステージBHAP

（社内審査）に準

じた面談等

②進級に伴う個人成果給の変動

上位グレードの同一ランクに格付

（格付後に評価反映を行う）

上位グレードの下限ランクに格付

（格付後に評価反映を行う）

上位グレードと同ランクに到達者

上位グレードに到達していない者

①

②

※中途入社者は、入社後 1 年以上経過後（入社後 2 年目以降）進級審査受検可 

＜ステージ A 昇格認定＞ 

・グループ共通アセスメントにおいて、組織マネジメント適性に関して

「適性あり」と認定された者は、翌年 4 月より「グループ共通アセスメ

ント通過者」となり、ステージ A 昇格候補者として一定期間様々な

業務経験を積んだのち、「HDS 昇格認定委員会」での昇格認定を

もって、ステージ A 昇格となります。 
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ランク 金額

1 335,000

2 334,000

3 333,000

4 332,000

5 331,000

6 330,000

7 329,000

8 328,000

9 327,000

10 326,000

11 325,000

12 324,000

13 323,000

14 322,000

15 321,000

16 320,000

17 319,000

18 318,000

19 317,000

20 316,000

21 315,000

22 314,000

23 313,000

24 312,000

25 311,000

26 310,000

27 309,000

28 308,000

29 307,000

30 306,000

31 305,000

32 304,000

33 303,000 ランク 金額

34 302,000 34 302,000

35 301,000 35 301,000

36 300,000 36 300,000

37 299,000 37 299,000

38 298,000 38 298,000

39 297,000 39 297,000

40 296,000 40 296,000

41 295,000 41 295,000

42 294,000 42 294,000

43 293,000 43 293,000

44 292,000 44 292,000

45 291,000 45 291,000

46 290,000 46 290,000

47 289,000 47 289,000

48 288,000 48 288,000

49 287,000 49 287,000

50 286,000 50 286,000

51 51 285,000

52 52 284,000

53 53 283,000

54 54 282,000

55 55 281,000

56 56 280,000

57 57 279,000

58 58 278,000

59 59 277,000

60 60 276,000

61 61 275,000

62 62 274,000

63 63 273,000

64 64 272,000

65 65 271,000

66 66 270,000 ランク 金額

67 67 269,000 67 269,000

68 68 268,000 68 268,000

69 69 267,000 69 267,000

70 70 266,000 70 266,000

71 71 265,000 71 265,000

72 72 264,000 72 264,000

73 73 263,000 73 263,000

74 74 262,000 74 262,000

75 75 261,000 75 261,000

76 76 260,000 76 260,000

77 77 259,000 77 259,000

78 78 258,000 78 258,000

79 79 257,000 79 257,000

80 80 256,000 80 256,000

81 81 255,000 81 255,000

82 82 254,000 82 254,000

83 83 253,000 83 253,000

84 84 84 252,000

85 85 85 251,000

86 86 86 250,000

87 87 87 249,000

88 88 88 248,000

89 89 89 247,000

90 90 90 246,000

91 91 91 245,000

92 92 92 244,000

93 93 93 243,000

94 94 94 242,000

95 95 95 241,000

96 96 96 240,000

97 97 97 239,000

98 98 98 238,000

99 99 99 237,000

100 100 100 236,000

101 101 101 235,000

102 102 102 234,000

103 103 103 233,000

104 104 104 232,000

105 105 105 231,000

106 106 106 230,000

107 107 107 229,000

108 108 108 228,000

109 109 109 227,000

110 110 110 226,000

111 111 111 225,000

112 112 112 224,000

113 113 113 223,000

114 114 114 222,000

115 115 115 221,000

116 116 116 220,000

G2（グレード2）

G1（グレード1）

G3（グレード3） ＜個人成果給＞   （単位:円） 

＜参考＞役割給および資格給 

＜役割給＞ （単位：円）

役割 金額

① 60,000

② 40,000

③ 20,000

④ 10,000

＜資格給＞ （単位：円）

資格 金額

ステージB 82,000

＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

G3:  1ランク

Ｒ0 G2:34ランク 0 0 0 -2
G1:67ランク

G3:  2 ~   15ランク

R1 G2:35 ~   48ランク 3 1 0 -1
G1:68 ~   81ランク

G3:16 ~   30ランク

R2 G2:49 ~   63ランク 5 3 1 0
G1:82 ~   96ランク

G3:31 ~   50ランク

R3 G2:64 ~   83ランク 7 5 3 0
G1:97 ~ 116ランク
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６．制度改定に伴う移行対応 

１）2023 年度スケジュール 

 

 

 

 

 

 

２）新本給への格付方法 

・上記スケジュールに基づき、現行制度上で評価による昇給後、その水準をベースに新本給の直近上位の

ランクへ格付ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考 個人成果給の算出 

・今回の制度導入にあたって、新本給における個人成果給への格付については、制度導入時点の各人の

役割と水準を基準に行います。 

 

 

 

 

 

7．制度改定に伴うその他の見直し 

１）退職一時金ポイント表の表記変更 

・本給改定に伴い、役割ゾーンの名称を 

右記の通り変更します。  

＜移行イメージ＞ 単位：円

ケース① 現行制度　役割成果給　B2　ランク40 　➡　22年度評価 B評価　➡ 新制度　役割給「役割②」　個人成果給「G1 96ランク」

4/1時点 6/16時点 7/25支給

資格給 55,000 55,000 資格給 80,000

役割成果給 B2 ランク40 302,500 305,000 役割給 役割② 40,000

個人成果給 G1　96ランク 240,000

計 357,500 360,000 計 360,000

　　　※現行水準を基準に、直近上位に格付

ケース② 現行制度　役割成果給　B3　ランク59 　➡　22年度評価 A評価　➡ 新制度　役割給「役割③」　個人成果給「G1 116ランク」

4/1時点 6/16時点 7/25支給

資格給 55,000 55,000 資格給 80,000

役割成果給 B3 ランク59 255,000 260,000 役割給 役割③ 20,000

個人成果給 G1　116ランク 220,000

計 310,000 315,000 計 320,000

　　現行下限水準（290,000円）の引上げに伴い、G1の下限ランクに格付 

支給

B評価の
場合、
2,500円
昇給

4/1～6/15 現行本給

新本給へ
格付

6/16～ 新本給

A評価の
場合、

5,000円
昇給

4/1～6/15 現行本給

新本給へ
格付

6/16～ 新本給

現行 改定案

ステージ別・役割ゾーン ポイント ステージ別・役割ゾーン ポイント

ステージB B1 52 ステージB 役割① 52

B2 46 役割② 46

B3 40 役割③ 40

B4 34 役割④ 34
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２）ステージ A 本給体系の一部見直し 

・ステージ B 本給の上限水準を 20,000 円引き上げ（455,000 円➡475,000 円）に伴い、昇格イン

センティブ等を考慮し、ステージ A の下限水準を 30,000 円引き上げます。これに伴い、昇給表における

レンジのランク範囲を見直します。具体的な変更内容は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜参考＞役割給および資格
給 

＜個人成果給＞ （単位：円）

現行 改定

ランク 金額 ランク 金額

1 370,000 1 370,000

2 367,000 2 367,000

3 364,000 3 364,000

4 361,000 4 361,000

5 358,000 5 358,000

6 355,000 6 355,000

7 352,000 7 352,000

8 349,000 8 349,000

9 346,000 9 346,000

10 343,000 10 343,000

11 340,000 11 340,000

12 337,000 12 337,000

13 334,000 13 334,000

14 331,000 14 331,000

15 328,000 15 328,000

16 325,000 16 325,000

17 322,000 17 322,000

18 319,000 18 319,000

19 316,000 19 316,000

20 313,000 20 313,000

21 310,000 21 310,000

22 307,000 22 307,000

23 304,000 23 304,000

24 301,000 24 301,000

25 298,000 25 298,000

26 295,000 26 295,000

27 292,000 27 292,000

28 289,000 28 289,000

29 286,000 29 286,000

30 283,000 30 283,000

31 280,000 31 280,000

32 277,000 32 277,000

33 274,000 33 274,000

34 271,000 34 271,000

35 268,000 35 268,000

36 265,000 36 265,000

37 262,000 37 262,000

38 259,000 38 259,000

39 256,000 39 256,000

40 253,000 40 253,000

41 250,000 41 250,000

ステージB

上限水準と

のバランス

（昇格イン

センティ

ブ）を考慮

し、3万円

切上げ

＜昇給表＞

現行

レンジ ランク S A B C

Ｒ0 1ランク 0 0 0 -2

R1  2 ~ 14ランク 2 1 0 -1

R2 15 ~ 27ランク 3 2 1 0

R3 28 ~ 41ランク 4 3 2 0

改定

レンジ ランク S A B C

Ｒ0 1ランク 0 0 0 -2

R1  2 ~ 10ランク 2 1 0 -1

R2 11 ~ 20ランク 3 2 1 0

R3 21 ~ 31ランク 4 3 2 0

＜役割給＞（単位：円）

役割 金額

GM０ 300,000

GM１ 240,000

GM２ 190,000

GM３ 150,000

GM４ 120,000

役割① 100,000

役割② 80,000

役割③ 30,000

＜資格給＞（単位：円）

資格 金額

ステージA 152,000
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８．成果評価シートの見直し 

１）考え方 

・今回の制度改定では、本給体系を「ステージ（資格）」・「役割給」＊①と「個人成果給」＊②で構成す

ることになります。目標設定は、これまで以上に各人の“ステージ・役割”に応じてた期待行動や数値目

標達成を含めた成果行動を適正かつ公正・公平に判断することを通じて、企業戦略の推進や各人の

成長意欲・人財育成に繋げていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）方向性 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標設定

ステージ（資格）、職務（役

割）に応じて、企業戦略や個

人特性を加味し、設定

戦略推進 人材育成

ポイント①

会社や組織の戦略推進・達成に向けた、

ステージ（資格）、グレード、職務(役割)ごとに

求められる目標を明確化し、設定

ポイント②

個人の成長に向けた意欲が高まる、意欲に繋が

る目標を設定

考え方

＜目標設定の目的＞

①設定された目標を達成することが、会社や組織の戦略推進に繋がる仕組みであること

②会社や組織の戦略推進に向けた目標達成が継続的に行われるよう、「目標設定～評価・フィードバック

までの一連の流れが人材育成に繋がる仕組みであること

①本給・賞与の目標範囲 

・本給・賞与の位置づけを明

確にすることにより、画一的な

フィードバックとならないようし

ていきます。 

・具体的には、右記の通り、成

果評価シートを「計数」「成

果行動」「期待行動」の 3 つ

に大別し、本給と賞与の目

標範囲を定めます。 

 

②本給・賞与の目標の視点 

・本給は中長期的な視点をも

って、ステージ B として求めら

れる「期待行動」を目標とし

ます。 

・賞与は単年度の視点を重視

し、役割に応じた「計数」と

「成果行動」を目標とします。 

本給・賞与の目標の範囲

成果評価シート

計数目標

会社や組織の戦略推進に繋がる「職務」（役割）ごとの

成果行動目標

雇用形態・ステージ（資格）ごとに求める

期待行動目標

計数目標あり

（主に営業部門）

賞
与
評
価

本
給
評
価

計数目標なし

（主にスタッフ部門）

賞
与
評
価

本
給
評
価

本給目標（期待行動）

雇用形態・ステージに求める行動を反映

賞与目標（計数＋成果行動）

職務（役割）に応じた貢献を反映

中長期的な視点 単年度の視点

＜目標設定の視点＞

職務（役割）に応じた会社や組織の戦略推進に向けた貢献度（単年度の視点）に加え、各人の雇用

形態・ステージ(資格）に求められる行動（中長期的な視点）に対して目標を設定していきます。

*①「役割給」：ステージごとに

期待される役割・責任の大

きさ（責任・権限の大きさ）

を反映し、それぞれの役割に

応じて適用されるもの 

*②「個人成果給」：各人の成

果の積上げを反映したもの

で あ り 、 期 待 成 果 の 高 さ

（成果発揮の再現性の高

さ）を現したもの 

③ガイドラインの設定 

・目標設定におけるテーマやカテゴリー等を共通化することにより、目

標設定のばらつきを抑えることを目的に、本給・賞与それぞれにガイ

ドラインを設定し、運用します。 
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３）成果評価シート 

＜現行の成果評価シート＞ 

 

 

  

成果評価シート 2022 年度】【　 期】 管理職群

Stage B

自己評価 1次評価  ウェイト 

目標比 評価

（％）

評　価　基　準

行動目標 Ｐ
Ｓ 期間中の成果行動が最高のレベル 100
Ａ 期間中の成果行動が期待以上である 85
B 期間中の成果行動が期待通りである 75
C 65

時間外勤務実績 計数目標 Ｐ

Ｓ 100
時間 分 Ａ 85

B 75
所属名 コース名 氏　名 Ｃ 期間中の成果行動が期待に届かない若しくは 65

印 Ｄ 50期間中の成果行動が不十分更に努力が必要

期間中の成果行動が期待に届かない、若しくは期間中の成

果行動が不十分更に努力が必要

期間中の成果行動が最高のレベル

期間中の成果行動が期待以上である

期間中の成果行動が期待通りである

一次評価者 二次評価者

印 印

成果評価のコメント
被評価者　記入欄 評価者　記入欄

（千円） （千円）

評価終了

計数目標（　　　　　　　） 実績 期　中　特　記　事　項

賞与評価 本給評価

総合評価 総合評価

3）

2）

具体的な行動目標

個別成果
行動目標

※

1）

目標設定面接終了 ﾌｨｰﾄﾊﾞｯｸ時自由記入欄（被評価者が記入）

本人　　印 一次評価者　印
Ⅰ.本給評価 ： 共通成果＋個別成果行動

Ⅱ.賞与評価 ： 計数目標＋個別成果行動（計数目標のない者は、個別成果行動の評価で賞与評価を行なう）
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＜新たな成果評価シート＞ 23 年度 4 月より使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　【賞与】

① 計数目標

0
下期② #DIV/0! 0

下期① #DIV/0!

上期② #DIV/0! 0
0上期① #DIV/0!

指標 期間 ウエイト 目標 実績 目標比 評価 評点

５

段

階

評

価

「賞与目標ガイドライン」

を参考に

最大2つ記入

② 成果行動目標

※合計で100％

0

100%

20%

0

0

25%

0

25%

30%

期末
評点

自己評価 評価 自己評価 評価
職務に期待される行動 指標 今期取り組むこと

項目

ウェイト

中間

Ｓ～Ｄの

５段階評価

上司との面談

を踏まえて自由記入

「賞与目標ガイドライン」

を参考に最大４つ記入

　【本給】

期待行動目標

※合計で100％

0

100%

0

15%

0

30%

25%

030%

期末
評点

自己評価 評価
期待行動プロセス 行動要素 ステージ別の期待行動レベル 今期取り組むこと

項目

ウェイト

中間

自己評価 評価

上司との面談

を踏まえて自由記入

Ｓ～Ｃ⁻の

７段階評価

「本給目標ガイドライン」

を参考に最大4つ記入
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Ⅱ．グループ共通の人に関わる諸制度 

１．2024 年度春の交渉以降のグループ共通ベースアップ算出式について 

１）検討の位置づけ 

・現行のグループ共通ベースアップ算出式の有効期限は、2022 年度(2023 年春の交渉)までのため、

2023 年度(2024 年春の交渉)以降のベースアップ対応について、これまでの算出式導入による効果や

課題等を踏まえ、改めて労使で検討していく必要があります。 

・また、現行の算出式は物価が継続的に下落する環境(デフレーション)を前提としており、状況が大きく変

化しつつある点においても内容の見直しを含めた検討が必要となっています。 

・一方、共有ベースアップ算出式は、「労使通年協議の効率化・充実化」や「メンバーに対するわかりやす

さ・納得性の向上」や「一体感の醸成」に繋げることや、グループ共通の算出式とすることにより、全体の底

上げの可能性を高めることを目的としており、2020 年度以降もグループ共通ベースアップ算出式での対

応としつつ、現行算出式における課題を踏まえた見直しを行うこととします。 

 

２）検討を行う上でのポイント 

・次年度以降のベースアップ算出式の検討にあたっては、現在の物価状況の変化を踏まえ、物価変動との

連動やグループにおける一体感の醸成という観点から、主に「ベースアップ上限額」や「物価上昇率に応じ

た係数」等について見直しに向けた検討を行ってきました。 

 

３）具体的な内容について 

＜グループ共通ベースアップ算出式＞（2024~2026 年度使用） 

・基礎となるベースアップ額 ＝ 基礎額 × 物価上昇に応じた係数 

＜算出式を用いる上での前提事項＞ 

・基礎額はグループの社員・メイト社員の平均本給額とし 309,000 円とする。 

・有効期間は 3 年間とし、基礎額の変更は行わない。 

・ベースアップ額は 500 円単位とし、上限額は 2,000 円とする。 

・単年清算とし、持ち越し額を発生させないものとする。 

・物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数(全国・総合) を 

使用する。 

・暦年平均の物価上昇率及びみなし物価上昇率は小数第二位を四捨五入 

し、小数第一位までとする。 

・ベースアップ算出式で使用する物価上昇率は 10 月までの確定値を基に下記の計算式にて算出する。 

（「1 月～10 月までの物価上昇率合計」＋「みなし物価上昇率※（11 月、12 月分）×2 か月」 ）÷12 

 ※「みなし物価上昇率」は 8 月、9 月、10 月の消費者物価指数の平均値を使用する 

・算出式によるベースアップ額を超える上乗せについては、組合各支部が物価上昇を除くベースアップの構成要素※に基づ

いて要求を判断する。 

※ベースアップの構成要素＝物価上昇分、生産性向上分、採用賃金上昇対応分、賃金格差調整分  

・下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取り扱いについて別途労使協議の上で対応する。 

①消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合 

②想定外の大幅な物価上昇 

③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 など  

審議決定事項 
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２．最低賃金引き上げに伴うメイト社員 本給制度の見直し 

 

・2023 年度春の交渉本部方針に基づき、企業内最低賃金が 164,000 に設定されたことに伴い、 

①メイト社員（首都圏以外）の本給合計の下限を 2 ランク（48・49 ランク）削除し、制度上の最下

限を 164,500 円に引き上げます。合わせて、首都圏最下限も 174,500 円となります。③また、昇給

表の該当ランクの表記も修正します。具体的には、以下の見直しを行います。  

（単位：円） ＜ベース給＞（単位：円）

PV TL職 SL職 一般職 資格 金額

ランク 254,000 254,000 メイト社員 106,500 ランク 首都圏 首都圏以外

1 100,000 220,000 220,000 1 266,500 256,500

2 98,000 218,000 218,000 ＜地域給＞ （単位：円） 2 264,500 254,500

3 96,000 216,000 216,000 地域 金額 3 262,500 252,500

4 94,000 214,000 214,000 首都圏 60,000 4 260,500 250,500

5 92,000 212,000 212,000 首都圏以外 50,000 5 258,500 248,500

6 90,000 90,000 210,000 6 256,500 246,500

7 88,000 88,000 208,000 7 254,500 244,500

8 86,000 86,000 206,000 8 252,500 242,500

9 84,000 84,000 204,000 9 250,500 240,500

10 82,000 82,000 202,000 10 248,500 238,500

11 80,000 80,000 200,000 11 246,500 236,500

12 78,000 78,000 198,000 12 244,500 234,500

13 76,000 76,000 196,000 13 242,500 232,500

14 74,000 74,000 194,000 14 240,500 230,500

15 72,000 72,000 192,000 15 238,500 228,500

16 70,000 70,000 70,000 16 236,500 226,500

17 68,000 68,000 68,000 17 234,500 224,500

18 66,000 66,000 66,000 18 232,500 222,500

19 64,000 64,000 64,000 19 230,500 220,500

20 62,000 62,000 62,000 20 228,500 218,500

21 60,000 60,000 60,000 21 226,500 216,500

22 58,000 58,000 22 224,500 214,500

23 56,000 56,000 23 222,500 212,500

24 54,000 54,000 24 220,500 210,500

25 52,000 52,000 25 218,500 208,500

26 50,000 50,000 26 216,500 206,500

27 48,000 48,000 27 214,500 204,500

28 46,000 46,000 28 212,500 202,500

29 44,000 44,000 29 210,500 200,500

30 42,000 42,000 30 208,500 198,500

31 40,000 40,000 31 206,500 196,500

32 38,000 32 204,500 194,500

33 36,000 33 202,500 192,500

34 34,000 34 200,500 190,500

35 32,000 35 198,500 188,500

36 30,000 36 196,500 186,500

37 28,000 37 194,500 184,500

38 26,000 38 192,500 182,500

39 24,000 39 190,500 180,500

40 22,000 40 188,500 178,500

41 20,000 41 186,500 176,500

42 18,000 42 184,500 174,500

43 16,000 43 182,500 172,500

44 14,000 44 180,500 170,500

45 12,000 45 178,500 168,500

46 10,000 46 176,500 166,500

47 8,000 47 174,500 164,500

48 6,000 48 172,500 162,500

49 4,000 49 170,500 160,500

＜役割成果給＞

本給合計

企業内最賃引き上げに伴い、48・49ランクを削除

＜昇給表＞

レンジ ランク S A B C

ゾーンごとの

最上位ランク

TL職:    2 ~  11ランク

R1 SL職:   7 ~  18ランク 2 1 0 -1
一般職:17~  31ランク

TL職:  12 ~   21ランク

R2 SL職:  19 ~   31ランク 3 2 1 0
一般職:32 ~ 　49ランク

レンジ ランク S A B C

ゾーンごとの

最上位ランク

TL職:    2 ~  11ランク

R1 SL職:   7 ~  18ランク 2 1 0 -1
一般職:17~  31ランク

TL職:  12 ~   21ランク

R2 SL職:  19 ~   31ランク 3 2 1 0
一般職:32 ~ 　47ランク

Ｒ0 0 0 0 -1

Ｒ0 0 0 0 -1

48・49 ランクを削除 

レンジ R2 の一般職の下限ランクを

49 ランクから 47 ランクに変更 

審議決定事項 
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３．短時間勤務制度の導入（適用事由の拡充） 

 

 三越伊勢丹グループでは、多様化した価値観への対応を含め、個人の生活上の様々な事情からフルタ

イム勤務が困難になった場合においても、両立して勤務を継続できる仕組みつくりを目的に短時間勤務制

度の導入を行っています。レオテックスにおいては、2023 年度より以下の適用事由を拡充して参ります。 

■副業・兼業 

対象者 ・アルバイトを除く全従業員で、スキルアップ、新たな人脈の獲得、異なる就業体験につながる副業・兼業

を行うもの 

適用期間 ・最短 1 ヵ月、最長 3 年 

・必要な期間を申請し、1 年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認 

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から取得可能 

勤務時間 ・「1 日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択 

・「週あたり勤務に日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務パターン 休憩 実働時間 
A 勤務 40 分 5 時間 

B 勤務 50 分 5 時間 30 分 

C 勤務 50 分 6 時間 

D 勤務 60 分 6 時間 30 分 

E 勤務 60 分 7 時間 

申請方法 ・原則取得開始日の 2 ヵ月前までに申請書を提出 

・証明は不要 雇用契約の場合は「副業・兼業先での就労状況報告書」を提出 

 

■就学・資格取得 

対象者 ・アルバイトを除く全従業員で、会社における業務やキャリア形成に関連した知識やスキルを習得するもの 

適用期間 ・最短 1 ヵ月、最長 3 年 

・必要な期間を申請し、1 年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認 

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から可能 

勤務時間 ・「1 日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択 

・「週あたり勤務に日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定 

 

 

 

 

 

 

 

勤務パターン 休憩 実働時間 
A 勤務 40 分 5 時間 

B 勤務 50 分 5 時間 30 分 

C 勤務 50 分 6 時間 

D 勤務 60 分 6 時間 30 分 

E 勤務 60 分 7 時間 

申請方法 ・原則取得開始日の 2 ヵ月前までに申請書を提出 

・通学等の証明書を添付 

 

審議決定事項 
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４．配偶者転勤休職制度の導入 

 

ライフワークバランスの観点から一定期間生活に専念しつつキャリアを維持できるよう『配偶者転勤休職制度』

を導入します。 

対象者 アルバイトを除く全従業員 

条件 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、 

当該地域において配偶者と生活を共にする者で、休職期間終了後に復職の意思のある者 

但し、配偶者の当該地域での滞在が 6 か月以上にわたって継続することが見込まれるものに

限る 

１．当該地域での勤務（出張、社命留学等を含む） 

２．当該地域での事業の経営など個人が行う職業上の活動 

期間 1 回につき最短原則 6 カ月、最長原則 3 年 

回数 在籍期間中の取得回数に制限はなし 

但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則 3 年以上空ける 

なお、３年に休職期間は含まない 

休業開始日 月給制、エルダー時給制：開始日は各月 1 日、終了日は各月末日 

エルダー以外の時給制 ：開始日は各月 11 日、終了日は各月 10 日 

手続き 休業開始希望日の 2 か月前までに申し出る 

期間の変更 最短 6 か月、最長 3 年の範囲で、終了日の繰り上げ・繰り下げともに可能 

なお、変更予定日の 2 カ月前までに申し出る 

休業の中断・再開 休職期間中に他の休職等事由（産前産後休暇含む）が発生した場合も含めて、最長３年

の範囲内であっても休職の中断及び再開は認めない 

休職の取り消し ・次のいずれかに該当する場合は休職を取り消す 

 １．本人及び配偶者が休職条件に該当しなくなった場合（配偶者と離婚等した場合含

む） 

 ２．産前産後休暇、育児休職、介護休職を取得することとなった場合 

 ３．傷病により継続して 1 カ月を超えて労務不能となった場合 

・上記のいずれかに該当した日後直近の月末日または 10 日を以て休職は終了 

・この場合、会社に速やかに申し出る 

他の休職からの移行 育児、介護、傷病等休職者が配偶者転勤休職を取得できるのは、各休職の事由が消滅して

いる場合に限る 

（傷病休職者の場合、事由消滅には産業医による復職可能の診断を必要とする） 

主な処遇 ・給与、賞与は支給しない 

・社会保険の被保険者資格は継続する 

※社保料の事業主負担分は会社が、個人負担分は本人がそれぞれ負担(傷病休職と同じ) 

・退職給付（退職一時金・確定拠出年金）については他の休職と同様に取り扱う 

・休職期間は勤続年数に通算しない 

兼業・副業 実施を認める（但し、実施の条件等は通常のガイドラインの範囲内とする） 

※他の休職と違い、休職の目的となる専念しなければならない事柄がないため 

 

 

 

審議決定事項 
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５．カムバック再雇用制度の導入 

 

 多様な人材の確保に向けて、自己都合（円満退社）による退職者を対象とし、ライフイベントの事由とは

切り離した再雇用の制度を導入します。 

資 格 退職時に制度登録をしている 

離職期間 １２年 

再雇用上限年齢 ５８歳 

退職事由 退職時の事由は不問（円満退社が前提） 

採用時の雇用形態 社員ステージ B・C メイト社員 

勤続年数 通算しない 

再雇用時の賃金 再雇用時に担う役割に準ずる 

再雇用時期 基本４月、１０月 

再雇用に際しての採用審査 

 

・採用審査あり。希望者全員採用ではない 

・在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断 

※退職（登録）時の明記や説明は必須 

本人離職期間中のアプローチ ・会社からのアプローチは行うことがある。 

※「離職期間中の本人のキャリアの状況の把握」  

「会社情報の共有等による関係性の維持」などの観点からアプローチは可 

（登録者一律対応を原則） 

※なお制度とは別に、企業の「中途採用活動」の範囲で 

特定個人に対してアプローチを行う可能性は有 

 （あくまでも制度とは別の人事運用上の対応） 

 

 

 

６．海外出張時の日当の見直し 

 

 

米国やヨーロッパ（ユーロ圏）では 2021 年春頃から急激な物価高に見舞われており、物価が高止まりし

た状況が続いています。この状況下での当該地への出張においては、現行の日当金額が実態に合っていない

ことを踏まえ以下のように改定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

現行 改定（2023 年 4 月～） 

A 地域 50 ドル（US）相当 

B 地域 45 ユーロ相当 

Ｃ地域４５ドル（ＵＳ）相当 

A 地域 70 ドル（US）相当 

B 地域 60 ユーロ相当 

C 地域  改定なし 

審議決定事項 
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７．要保護者 C 制度に所定労働日数の低減の導入 

 

安全配慮義務に基づき、会社が疾病等の事由がある従業員に対して、所定労働時間の短縮を指示・命

令する制度として、 『 要保護制度 要保護者 C 』が設定されています。仕事との両立支援拡充という観点

から、現行の労働時間短縮に加え、所定労働日数の低減（週４日勤務）が導入されています。 

 

 

８．リスクシナリオの整理 

１）前提認識 

①リスクシナリオとは 

・企業存続の危機に陥った際に「検討せざるを得ないであろう打ち手」について示したものです。 

・グループ共通で積極的に推進する施策ではなく、また人的リストラ施策を推奨するものでもありません。 

②労使合意が前提 

・各施策は、従業員の生活そのものや士気に直結するものであることから、リスクシナリオの打ち手を検討

する前段階において、 「人件費以外も含めた全ての施策について、他に手立てがないのかどうか」を労

使間で確認し、理解・共有をはかります。 

・その上で労使間にて具体的な打ち手の検討に入る場合、自社の将来も十分に見据えて検討します。 

 

２）リスクシナリオの取り扱い 

所定労働時間 

短縮の方法 

「一日の所定労働時間の短縮」または「所定労働日数の低減（週 4 日勤務）」 併用不可 

実施の前提 通常の所定労働時間（一日の所定労働時間・週 5 日）の勤務が可能な状態であること 

通常の所定労働時間”の勤務が不可能な場合は、休業・休職（の延長）を命ずる 

実施の要件 産業医が主治医の見解を踏まえた上で、安全配慮義務の観点から従業員の心身の安全・健康の

確保のために必要と認めた場合に、会社が具体的な所定労総時間の短縮の方法を指示 

※原則として、休業・休職から通常勤務への移行をサポートし、長期的な通常勤務の遂行につなげ

るための一時的な措置との位置づけ 

実施が想定 

されるケース 

「所定労働日数の低減 」 については、例えば、がんの放射線治療 との両立が想定される 

※近年、放射線治療と仕事を両立するケースも多いが、副作用 強い倦怠感 が見られる場合もあ

り、休日を増やすことによってより安全に治療も仕事も遂行できるケースもある 

賃金及び賞与 月例賃金は、本給を時間給換算し、実働時間分を支給 

賞与の支給基準月額は、上記の時間按分して算出した額 

本給の格付け 

（社員のみ） 

休業および休職からの復職時に要保護判定 A～C された場合には、指定の役割給等に格付ける 

復職時以外の一時的な要保護判定を理由とした役割給等の改定は原則行わない 

年次有給休暇 

の比例付与 

付与の基準日に週 4 日勤務を実施していても、 比例付与は適用しない 

報告事項 

報告事項 
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・企業の危機の度合いに応じて、打ち手として「労使で検討を始めざるを得ない」一つの目安として使用し

ます。言い換えるならば、該当する企業危機レベルに至るまでは、労使協議上の俎上にはのらない歯止

めの目安としても使用するものとなります。 

３）見直しのポイント 

・今回のコロナ禍のような「急激な大幅な赤字転落」「先の見えない企業リスク」を経験した中で、改めて

企業運営上かつ労使協議上の観点から現実的な打ち手・優先順位を整理します。 

・なお、これまで打ち手の一つとして挙げていた「総実労働時間の短縮」は、現在は働き方改革の一環の

取り組みとして捉えられていることからリスクシナリオの打ち手からは除いていきます。 

 

４）レオテックスにおけるリスクシナリオ 

・レオテックスは、これまで企業存続を最優先に複数の事業終了に伴う業績・要員の縮小を繰り返す構

造改革を進め、現在の縫製加工業主体の事業会社として運営しています。現在は、まずは業績回復

（営業利益の黒字化）とアクションプランの達成を最優先に取り組むことが求められています。 

・したがって、即リスクシナリオの打ち手を検討するということはありませんが、グループ方針に基づき一定の

目安を設定しておく必要性は認識することから、以下のようなグループの目安として提示されているひな

形をレオテックスのリスクシナリオに置き換えて労使確認を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

倒産リスク小 企業存続リスクの度合い 倒産リスク大

利益低迷

●stA本給減額検討

●stB・C・メイト本給減額検討

●stA昇給の抑制・停止の検討

●stB･C･メイト昇給の抑制・停止の検討

ワークシェア ●所定労短縮＋賃金削除（全員）の検討

賞与見直し検討 ●賞与減額（stA＞B>C>メイトの順）の検討

●退職金積立抑制・停止（全員）の検討

時間外削減

アルバイト・外部委託削除

退職補充無し・採用抑制

●早期退職優遇制度（期間限定・個別面談なし）の検討

●希望退職（期間限定有・個別面談有）の検討

■採用抑制

■退職募集

打ち手

（要員体制・要員プロポーションの検証）

営業赤字転落・複数年の赤字継続 債務超過転落・恒常的赤字

人

件

費

単

価

施

策

要

員

施

策

■月例

本給

定期昇給

■賞与

■退職一時金

■その他（手当）

人事施策としての労使協議は行わない

人事施策としての労使協議は行わない

 緊急リスク対応ではなく、通常の人件費コントロール施策として実施

人事施策としての労使協議は行わない
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Ⅲ．その他 検討事項について 

１．ベースとなる賞与支給表の検討について 

22 年度春交時において、「都度交渉となっている賞与交渉について、あるべき支給水準を起点とした、

交渉の「ベースとなる支給表」を設定した上で交渉を行えるよう議論を開始、と記載していました。 

現状、「平均 1.0 ヶ月以上 年間 2 ヶ月以上」を念頭に、企業を取り巻く環境・業績やアクションプラン

の進捗等を勘案し、都度交渉を行ってきました。次回 23 年 6 月賞与も、22 年度業績等を勘案しつつ

引き続き平均 1.0 ヶ月以上を念頭に置きつつ都度交渉となりますが、業績面では当初年度予算の達成

は極めて厳しく、営業利益ベースでの黒字化も危ぶまれており、アクションプランの進捗も思わしくないのが

現状です。 

直近の賞与支給実績（21 年 12 月平均 0.7 ヶ月以上 22 年 6 月・12 月平均 0.80 ヶ月以上）

を踏まえると、賞与交渉のベースとなる支給表設定の前提である「安定的な業績確保やアクションプランの

一定程度の達成」を見込める状況ではありません。以上のことから、「ベースとなる支給表」の設定に関し

ては、労使協議・実現のタイミング等を見極めていきます。 

２．社員ステージ C・メイト社員 本給制度改定について 

１）現行制度の運用面の課題を優先 

・現行制度の仕組み上の課題として挙げられる役割変動に伴う賃金変動は、実質的には役割変動が頻

繁に行われておらず、運用面における課題としては見受けられていません。一方、兼任役員や VOICE を

通したメンバーの声からは、「縫製加工業務を中心とした技術の蓄積やレベルをどのように処遇が反映され

ているのか？」「目標設定後の進捗確認やフィードバックは特段行われていない」等々の運用面の課題が

聞かれます。このようなことから、組合としては、制度改定の必要性を精査していく意味でも、評価制度に

おける運用状況の更なる把握を通して、「評価機軸や反映方法の研究・検討」及び「評価制度の適正

な運用と納得性の向上の取り組み」を通じて、あるべき処遇のあり方について検討していきます。 

２）メイト社員の地域給（首都圏 6 万・以外 5 万）は当面維持 

・制度改定協議の過程の中で 1 万円差を残して本給へ含むことも検討しましたが、上記の通り、制度改

定は行いません。今後制度改定を協議する際には、改めて役割成果の推進の考え方に基づき、勤務エ

リアに関する要素を縮小していく必要性の有無について精査し、必要と判断した際には検討・協議してい

きます。 

３．均衡待遇への取り組みについて 

社員と比較した場合のメイト社員の処遇のあり方に対する必要な取り組みを検討していくことを目指して

います。具体的には退職給付制度の導入の検討が考えられますが、一方で企業業績の安定化を前提

にした人件費の確保が求められる事案であり、その前提としての業績回復・戦略推進を前提にした安定

した企業運営の実現が急務でもあります。均衡待遇の考え方を踏まえた処遇面の向上については、労使

協議・実現のタイミング等を見極めていきます。 

４．人財育成の取り組み 

会社は、縫製加工技術のレベルアップを目指し、必要な技術メニューの整理を行いました。これをベース

に計画的かつ継続的に習得する機会を創出していくことが求められています。そのためには、日常業務の

計画的な運営・組織マネジメント、現場との対話が欠かせないと認識しています。組合としては、働く環境

の面から労使・対メンバーと機会創出のための必要な取り組みについて意見交換していきます。  

報告事項 
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Ⅳ．働く環境の整備 

１．年間総実労働時間の短縮に向けた取り組み 

レオテックスでは、2022 年度より『1 日の所定労働時間の短縮』と『年間休日数増』を行い、年間所定

労働時間を前年度より 29 時間短縮しました。併せて、時間外勤務の正しい計上や申請処理業務の簡

略化に向けて『自動時間外計上システム』を導入し、時差時間の実態が把握され改善にも結びつきました。 

所定労働時間 5 分短縮の効果自体は明確な検証は難しかったものの、限られた時間で効率よく働き、

しっかり休みを取らなければならないという意識を持つ機会にはなりました。 

なお、グループ方針に掲げる年間総実労働 1,700 時間台については、年次有給休暇の取得促進や、

月平均時間外の減により 2021 年度に達成しています。 

 

 

 

    

一方で、直近の実労働時間は増加傾向にあり、東京拠点の要員数の減少や技術習得が徹底できず、

限られたメンバーが長時間労働となり、深夜業務の発生や休息時間の未取得などの課題も認識しています。 

今後の対応策として以下のことを労使間で共有し実践依頼を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総実労働時間の短縮を推進する前提としては、仕事は全て終わらせてから退社するという働き方から、

所定労働時間を踏まえて仕事を進めるという働き方に『働く意識を変えていくこと』が重要です。 

また、時間外業務をしてはいけないという事ではなく、心身ともに健康維持が図られるよう、休養や睡眠

時間の確保、リフレッシュは必要であり、メリハリある働き方を意識していきましょう。 

併せて、総実労働時間短縮への効果的な取り組みについてメンバーと意見交換を行って参ります。 

 

 

 

 

 

●NO 残業デーの実施を徹底する 

  ・リーダー会議において、実施の必要性や主旨を説明し、職場内の周知を徹底させる 

  ・点検活動や実施状況の集約を通じて、継続的に実施する環境つくりを行う 

●技術習得の教育体制を強化する 

  ・教育日時をスケジュール化し、教授者側と受講者側のワークスケジュールに反映させる 

●業務依頼に関するルールの統一化や判断基準を徹底する 

  ・属人的な判断基準を見直し、ルールを明文化し職場内の周知を徹底させる 

 

 

 

 

 

 

 

来週は教育があるわっ！ 
今日は NO 残業デー！ 

終業時間まであと 15 分ねっ！ 

全員でルール順守を 

しましょう 

報告事項 

 

年間実労働 年間所定労働 1日の所定労働 年間休日 月平均時間外 有給取得日数

2021年度 1796時間 1889時間 7時間35分 116日 1時間54分 15.3日

2022年度

4月～12月
1833時間 1860時間 7時間30分 117日 6時間24分 11.3日
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２．職場風土改革に向けた取り組み 

2022 年度は、労使それぞれにおいて各拠点のメンバー一人ひとりと直接対話をし、職場の実態把握や

各人の想い、要望などの意見集約を行いました。経営に対しては現場との信頼関係を強化していくことの

必要性や本社内のコミュニケーション、情報共有などについて前向きに取り組んで頂きたい旨を伝えていきま

した。これらアプローチに対して、経営側もこれまで以上に積極的に現場に赴いたり、適宜会社の状況を動

画発信するなどに取り組んで頂きました。 

今後も継続的に各職場へ足を運び、日々の働き方や職場の雰囲気を直接感じ取りながら、一人ひとり

の声を吸い上げて改善点を見つけ出し、担当長間で連携を図りながら対応していくことが求められます。 

組合としても、VOICE 活動や機関会議などを通じて、メンバーとのコミュニケーションを強化して参ります。 

 

また、職場風土は在籍している一人ひとりの言動や態度に影響されます。立場や年齢に関わらず相手を

尊重することが重要です。そして、コミュニケーションの基本である『あいさつ』や『笑顔』を徹底していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔あふれる職場環境

を作っていきましょう！ 
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2023 年度は以下の項目について議論をおこないます 

 

１．評価制度 適正かつ納得性の高い運用 

 

２．ステージ C・メイト社員の処遇のあり方について 

（縫製加工業の技術力を反映した処遇のあり方の研究・検討） 

 

３．社内コミュニケーションと風土・意識改革の取り組み 

 

４．グループ共通または組合方針に基づく取り組み 

 

なお、引き続き、経営懇話会等を通じて、アクションプランの進捗確認 （含む人財育成

の取り組みの進捗確認）をしていきます。 

  

2023 年度労使通年協議項目 
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２０２３年度春の交渉では以下のポイントで労働協約の改訂・新設をおこないます。 

①２０２２年度労使通年協議で検討してきた制度改訂への対応 

②法改正への対応             ③実態に合わせた対応 

改訂項目の新旧対照表については組合ＨＰか、下記ＱＲコードからご確認ください。 

労働協約の改訂および新設 

➀社員 ➁メイト社員 ➂エルダースタッフ

④フェロー社員（有） ⑤フェロー社員（無） ⑥エルダーフェロー
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■2023 年度春の交渉 

三越伊勢丹グループ労働組合 本部基本方針 
 
■2023 年度春の交渉 

IMGU 本部最低賃金 要求基準 
 
■2022 年度グループ労使協議会報告 

 
■2023 三越伊勢丹グループ労働組合労働福祉ビジョン 

本部報告 
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2023 年度春の交渉 三越伊勢丹グループ労働組合 本部基本方針 

 

Ⅰ．環境認識 

①外部環境 

国内景気は、後半年度にかけて旅行需要の拡大や水際対策緩和によるインバウンド需要の回復が寄

与し、昨年度と比較すると回復基調にあると言える一方で、新型コロナウィルス感染症に加えて海外情勢

に対する不安も含め未だ不安定であると言えます。 

消費者物価指数は原材料価格の高騰や円安による影響から年間を通じて上昇を続け、８月以降は

３％を超える上昇率となっており、消費増税の影響を除くと約 30 年以上振りの高い水準となっており

2022 年 11 月時点でも上昇し続けています。 

一方で、継続的な物価上昇に対して消費者の購買力向上が進んでおらず、物価上昇に伴うインフレ

下の中でも景気回復が伴わない状況が続いています。経団連も春闘に向けて物価高騰に伴い目減りして

いる実質賃金の底上げを図り、景気回復につなげるべく積極的な賃上げを各企業に呼び掛けています。 

雇用環境についてもコロナ禍で大きな影響を受けた宿泊、飲食・サービス業を中心に求人数は増加し、

有効求人倍率についても上昇傾向にあります。 

 

②内部環境 

グループ連結の第２四半期決算は、売上高はインバウンドを除く百貨店業の好調なトレンドもあり

4,956 億円（前比:124.2％）と伸ばし、営業利益も、販管費の売上連動費増がある一方で、経費コ

ントロールを着実に進めたこともあり 89 億円（前年差：＋166 億円）と増益となりました。2022 年度グ

ループ連結の業績予想は、売上高 10,750 億円（前比：117.9%）と５月の予想から上方修正され、

営業利益についても当初計画を超える 240 億円と上方修正されました。 

このようにグループ連結では売上、営業利益ともに好調に推移していますが、グループ各社毎の業績につ

いてはまだまだ楽観視できる状況ではないと言えます。 

 

③春闘情勢 

連合は春闘交渉の統一要求として賃上げ分（ベースアップ）３％程度、定期昇給分を含め５％程

度の引き上げを目安とする方針を掲げています。 

ＵＡゼンセンは正社員とパート等を合わせた全体の目標について賃上げ分（ベースアップ）４％程度、

定期昇給分を含め６％程度の引き上げを目安とする方針を掲げています。これは継続的な賃上げのみな

らず「産業間」、「雇用形態間」、「企業規模間」の格差是正を進めていくために掲げられています。 
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Ⅱ．本部基本方針の考え方 

2023 年度春の交渉本部基本方針は、これまで同様「雇用の確保とその前提となる企業・事業の存

続」を最優先に取り組みを進めます。その中で、通年協議については、ＶＯＩＣＥサイクルに基づき取り

組み継続してメンバーへの報告のあり方を整備した上での共有・対話を通じて成案化していきます。 

春の交渉は、要求・通年協議ともに年間の取り組みをまとめ上げる時期であることを踏まえ、メンバー・

会社に対して誠意を持って挑みます。 

 

＜賃金要求＞ 

2023 年度春の交渉においては、人事賃金制度に基づいた要求（適正な評価による賃金反映等）

や賃金面でのセイフティーネットに関わる最低賃金要求（月例賃金・時間給・扶養者年齢別等）につい

ても、従来どおり事業会社・雇用形態ごとに行います。一方で、ベースアップ要求については、算出式を用い

る上での前提事項にある大きな環境変化「想定外の大幅な物価上昇」に該当すると判断し「グループ共

通のベースアップ算出式」に基づいた要求は行わず、物価上昇の状況を踏まえた要求を行うものとします。 

 

【参考】グループ共通ベースアップ算出式 

●現行制度は 2023 年度春の交渉まで適用する。 

●下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取扱いについて別途労使協議の上で対応する。 

①消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合 

②想定外の大幅な物価上昇 

③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 等 

 

ＵＡゼンセン労働条件闘争方針の参画のあり方については、昨年度と同様の基本スタンスとします。

(賃上げ闘争に登録) 

 

Ⅲ．「2023 年度春の交渉」の位置付け 

2023 年度春の交渉は、全ての支部においてあらゆるツールを活用し、以下の４点を中心に全メンバ

ーと対話・共有する機会として位置付けます。 

①現在の企業(グループ全体・自社)がおかれた環境(業績・方針・課題点等)をメンバーと共有する。 

②賃金要求については、本部方針に基づく各支部要求案をメンバーと共有し、審議決定を経た上で

早期の妥結を目指す。 

③人に関わる諸制度について、2022 年度における各支部労使通年協議事項およびＨＤＳ労使協

議会の協議項目をメンバーと共有し、審議決定を経た上で労使合意と成案化を行う。また、

2023 年度に予定している労使通年協議事項について、課題認識や考え方についてメンバーとの

共有化を図ると共に、中長期のあるべき姿を描き、実現に向けた取り組みを進める。 

④働く環境整備に向けた取り組み（グループ方針に基づく各支部での総実労働時間の短縮・有休

取得の推進・業務改革、風土改革・法改正の対応等）について、労使および組合の施策や考え

等をメンバーと共有し、取り組みを推進する。  
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Ⅳ．賃金要求の具体的方針 

賃金要求の具体的な取り組み方針については以下の通りとします。 

1)月例賃金 

○水準引き上げ 

生活者の観点と労働組合の社会的責任を踏まえつつ、ベースアップについては消費者物価の上昇を

重視して、以下の対応を図ります。 

・グループ共通ベースアップ算出式を適用している雇用形態 

現在の物価状況について、算出式の付帯事項である「想定外の大幅な物価上昇」に該当することを

ＨＤＳ労使協議会にて確認を行ってきた。2023年度はＨＤＳ労使協議会による協議内容に基づき、

物価上昇への対応と、全メンバーの一体感醸成を考慮した実効性ある水準として、「2,000 円以上のベ

ースアップ」を全支部にて要求する。 

・グループ共通ベースアップ算出式を適用していない雇用形態 

算出式を適用していない雇用形態は、ベースアップの構成要素に基づく判断を基本とするものの、特に

2023 年度は物価上昇への対応と雇用形態間のバランスを踏まえた対応を行う。具体的には、算出式

のある雇用形態との一体感の醸成と賃金水準とのバランスを考慮した実効性ある水準として、「月給制

は 2,000 円以上、時給制は 10 円以上、年俸制は 24,000 円以上のベースアップ」を全支部にて要

求する。 

なお、「物価上昇分」以外のベースアップ構成要素については、各支部にて確認した上で、必要に応じて

更なる水準の引き上げ要求を行う。 

  

【参考】 

◆グループ共通ベースアップ算出式 ・現行制度は 2023 年度春の交渉まで適用する。 

・下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取扱いについて別途労使協議の上で対応する。 

①消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合 

②想定外の大幅な物価上昇 

③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 など 

 

◆各雇用形態におけるベースアップの構成要素 

・月給制社員：物価上昇、生産性向上、労働市場との賃金水準格差調整、他雇用形態との賃

金バランス調整、 初任給（採用賃金）上昇対応 

・時給制社員：物価上昇、生産性向上、働き方と賃金バランス、採用賃金上昇対応、最低賃金

引上対応 

・年俸制社員：物価上昇、生産性向上 

※60 歳以降の雇用形態については、該当する構成要素に基づき判断する。 
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○昇給・昇格 

・昇給に関しては、昇給制度がある場合、制度に基づく昇給原資(評価分布等)の要求を行い、制度が未

整備な場合は例年同程度の昇給原資の要求を行うとともに、評価分布等についてはその結果の確認を

行う。なお、昇給制度が未整備な場合や運用面で課題がある場合には、次年度の通年協議で制度整

備や課題の改善に向けた協議を行う。 

・昇格に関しては、事前に労使で想定している昇格の運用について、昇格人数の結果の確認等を行い、

運用面での課題がある場合には、運用上の考え方を確認すると共に、次年度の通年協議で課題の改

善に向けた協議を行う。 

・月給制社員の賃金引上げ率の算出においては、当該雇用形態のモデル賃金に基づき算出する。なお、

賃金制度が変更された場合には、モデル賃金の見直しを行うこととする。 

 

2)最低賃金 

・2023 年度「ＩＭＧＵ最低賃金要求基準」をもとに「扶養者年齢別(月例)、企業内(月例・時間給)」の

最低賃金を要求する。 

・フルタイム勤務者が育児・介護等の短時間勤務を取得した場合についても、実労働時間を加味した上で

扶養者年齢別最低賃金の対象とする。 

 

3)初任給(採用賃金) 

・個別設定となる雇用形態を除き、全ての雇用形態の初任給(採用賃金)については要求を行う。 

・優秀な人材の確保、同業他社との比較及び地域における採用競争力等を考慮し、必要に応じて初任給

(採用賃金)の引き上げを要求する。なお、初任給(採用賃金)を引き上げた場合においては、在籍者に与

える影響、賃金体系上の整合性等について十分考慮し、必要に応じた対応を図る(部分的もしくは全体

的な本給表の書き換え要求等)。 

・今回ベースアップ要求を行う雇用形態は、ベースアップと同額(またはそれ以上)を上乗せした初任給(採用

賃金)の金額を要求する。 

 

 

Ⅴ．賞与交渉方針 

・賞与要求については半期交渉とし、以下のフローに基づき要求を行う。 

①2022 年度賞与（2023 年６月）は、2022 年度の支給表をベースに業績結果及び業績評価

指標を踏まえ、23 年４月を目途に要求を行う。 

②2023 年度の賞与支給額の決定に使用する「業績評価指標」は第 1 四半期を目途に協議・決定

する。 

③2023 年度賞与（2023 年 12 月・2024 年６月）は、2023 年度の支給表をベースに業績結

果及び業績評価指標を踏まえ、12 月賞与は 2023 年 10 月、６月賞与は 2024 年４月を目

途に要求を行う。 

※支給表が確定していない支部・分会は個別協議とする。（都度交渉） 
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・月給制社員の賞与については、「雇用の維持とその前提となる企業・事業の存続」を最優先に考えつつも、

企業環境・業績に柔軟に対応した水準の確保を図る。賞与の最下限水準は年間２ヶ月を基本的な考

え方とし、年間２ヶ月を下回る場合はその理由や今後に向けた考え等を明確にする。 

・賞与に評価制度が導入されている雇用形態は、必要な原資(評価分布等)を要求するとともに、その結

果に関する確認を行う。 

 

上記内容をもとに、全支部が従来からの各項目を基本に議案書を作成し、メンバーズ VOICE にてメ

ンバーとの議論を深めるものとします。そして、各支部機関会議での審議を通じて「通年協議の成案化」

「賃金要求案の作成」を行った後、支部労使協議会において賃金要求を行います。 なお、賃金要求の

スケジュールについて、各支部は状況に応じて計画することとし、その上で要求後は早期の妥結を目指し

ます。 
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2023 年度春の交渉 IMGU 本部最低賃金 要求基準 

 

■ 要求基準の設定目的及び項目 

 

１．要求基準の設定目的 

日本では、実質的・文化的な生活を最低限維持するために必要な賃金水準として、地域別・産業

別に最低賃金が設けられています。この公的な最低賃金の水準を決定する際、その地域・産業内の各

企業における賃金表や企業内最低賃金の締結・改正が大きな影響を与えます。 

三越伊勢丹グループ労働組合(以下 IMGU)では、独自基準を設定することにより、企業内外のとも

に働く労働者の賃金水準の底上げを図る取り組みの推進に繋げています。 

 

  ２．要求基準の項目 

IMGUでは、対象者本人の扶養者数や年齢に応じて設定する「扶養者・年齢別最低賃金」と、各企

業が定める制度上の最下限水準を 「企業内最低賃金」と定め、これらを IMGU 全支部・分会の統一

要求基準とします。要求基準の項目は 以下の通りです。 

 

   ＜IMGU 本部最低賃金 要求基準の項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．「扶養者・年齢別最低賃金要求」の基準 

１．「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」 （対象：月給制社員） 

   「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」は、生活者の観点からの賃金確保を目的に、日常 生活

を営む上で最低限維持すべき月例給の水準を扶養者数と年齢に応じて定めたものです。扶養者の

基準内賃金が、以下の扶養者・年齢別の基準額を下回る場合には、その差額を手当として保障する

ことを要求します。  

 ＜2023 年度扶養者・年齢別最低賃金水準＞ 

 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養 

2023 年度 B 基準 192,800 213,800 234,700 255,700 

2022 年度 B 基準 185,300 208,100 230,800 253,600 

  

Ⅰ．「扶養者・年齢別最低賃金要求」の基準  

１．「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」 （対象：月給制社員） 

 

Ⅱ．「企業内最低賃金要求」の基準 

１．「月例賃金」の要求基準  （対象：月給制社員） 

   ２．「時間給」の要求基準   （対象：時間給制社員・60 歳以降雇用者） 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

＜参考 ： 上記要求基準額に基づく扶養者・年齢別の保障月額＞  

＜基準の適用要件＞ 

①対象者の年齢上限は、満 60 歳までとします。 

②対象者の年齢は、要求年度の 4 月 1 日現在における満年齢を基準とします。 

③対象者の年齢が 27 歳未満の場合は 27 歳の、37 歳以上の場合は 36 歳の要求基準額とします。 

④被扶養者の範囲は、各企業の扶養家族手当の対象としている子及び税法上の扶養家族であり日

本国内に居住している者とします。 

⑤被扶養者数に上限は設けず、被扶養者数に応じ 10,000 円を加算します。 

⑥対象者の要件は、フルタイム勤務（事由により一定期間において勤務時間を短縮している者を含む）

をしており、主として本人の収入により世帯の生計を維持している者とします。なお、三越伊勢丹グル

  
一人扶養 

(27 歳） 

二人扶養 

(30 歳） 

三人扶養 

(33 歳） 

四人扶養 

(36 歳） 

A 基準 212,100 235,200 258,200 281,300 

B 基準 192,800 213,800 234,700 255,700 

C 基準 173,500 192,500 211,300 230,200 

2023年度　扶養者･年齢別最低賃金　（A基準） 2023年度　扶養者･年齢別最低賃金　（B基準）

(単位：円） (単位：円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養 年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養

～27 212,100 222,100 232,100 242,100 ～27 192,800 202,800 212,800 222,800

28 216,500 226,500 236,500 246,500 28 196,500 206,500 216,500 226,500

29 220,900 230,900 240,900 250,900 29 200,200 210,200 220,200 230,200

30 225,200 235,200 245,200 255,200 30 203,800 213,800 223,800 233,800

31 229,600 239,600 249,600 259,600 31 207,500 217,500 227,500 237,500

32 233,900 243,900 253,900 263,900 32 211,100 221,100 231,100 241,100

33 238,200 248,200 258,200 268,200 33 214,700 224,700 234,700 244,700

34 242,600 252,600 262,600 272,600 34 218,400 228,400 238,400 248,400

35 247,000 257,000 267,000 277,000 35 222,100 232,100 242,100 252,100

36～ 251,300 261,300 271,300 281,300 36～ 225,700 235,700 245,700 255,700

2023年度　扶養者･年齢別最低賃金　（C基準）

(単位：円）

年齢 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養

～27 173,500 183,500 193,500 203,500

28 176,500 186,500 196,500 206,500

29 179,500 189,500 199,500 209,500

30 182,500 192,500 202,500 212,500

31 185,500 195,500 205,500 215,500

32 188,400 198,400 208,400 218,400

33 191,300 201,300 211,300 221,300

34 194,300 204,300 214,300 224,300

35 197,300 207,300 217,300 227,300

36～ 200,200 210,200 220,200 230,200
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ープ内に生計を一にする配偶者・同居親族が在籍している場合、収入の高い方を保障対象者とし

ます。 

⑦対象者の基準内賃金には、本人及び被扶養者の扶養・障害及び年金に関わる公的給付（児童

手当・特別障害手当・遺族年金等）を含むものとします。 

なお、保障対象者で、期中に該当する公的給付が発生した場合は、速やかに会社へ申告するもの

とします。（※公的年金のように 2 ヶ月分を 1 回にまとめて給付される場合、月按分して 1 ヶ月分の

給付額を算出し、収入の範囲に算定することとします。） 

⑧要求基準の適用期間は、2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日とします。 

⑨ABC 基準の設定にあたっては、原則支部内の全事業所は統一の基準を適用することとします。ただ

し、首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川）を拠点に他地域に事業展開している 事業会社支部が

地域によって異なる基準を定めることが望ましいと判断した場合、以下の条件・要素を総合的に勘

案した上で、地域別に基準を設定することも可能とします。 

⑩育児・介護等の短時間勤務者については、本給より控除されている割合と同じ割合を該当する扶養

者・年齢別最低賃金より差し引いた金額と比較し、控除された本給の金額が下回る場合、差額を

支給するものとします。 

       【適用条件】 

・人事賃金制度における月例給の仕組みが地域別に設定されていること。 

・人事異動配置の範囲が原則当該事業所内に限定されていること。 

      【判断要素】 

・対象地域の物価状況や採用市場、対象地域における他支部との賃金水準格差 
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＜算定式＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定式 ＝ { （標準生計費（全国平均）① × 12／15② × 負担費修正係数③  

×物価上昇率④ × 基準設定区分⑤） 

＋2022 年度春の交渉要求基準 }  

÷２ 

＊100 円未満切り上げ 
 

①  人事院による標準生計費（2022 年４月全国平均）                （単位：円） 

年 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 

2022 178,930 196,090 213,240 230,390 

＊算定のベースとなる生計費については、「標準生計費（全国平均）」を使用します。 

＜指標の算定時期 ： 2022 年４月＞ 
 

② 臨時賃金のうち、３ヶ月分を生活給として位置づけ、標準生計費の 12 ヶ月分に臨時賃金を

含めた 15 ヶ月分を確保する。 
 

③ 税・社会保険を勘案し、名目賃金（月例）を算出するもの。総務省統計局「家計調査」の  

数値を使用。   

年 ①非消費支出 ②消費支出 ①/② 負担費計数 

2021 112,634 309,469 0.36396 1.36396 

＊負担費修正係数については、日常の生活支出を算定する上で重要な指標であることから、標準生計費と

合わせて使用します。算出にあたっては、総務省統計局による家計調査の数値を使用します。 

      ＜指標の算定時期 ： 2021 年＞ 

 

④ 2022 年暦年（2022 年１月～12 月）平均の消費者物価上昇率「0.02508」を使用＝1.025083 

    (1＋0.025083) 

＊物価上昇率については、標準生計費が毎年４月時点（要求年度の前年の４月）の数値として算出されてい

ることから、毎年加味していきます。 

＜指標の算定時期 ： 2022 年暦年＞  

 

⑤ Ｂ基準を中心の値とし、Ａ基準は＋10％ 、Ｃ基準は－10%で水準を設定。 

係数 ： A 基準＝１．１  B 基準＝1.0  C 基準＝0.9 

*要求基準については、B 基準をベースにしつつ、「地域物価・地域相場・企業内の賃金水準・企業業績・ 

労務構成・適用基準の継続性等」を総合的に勘案しつつ、支部・分会ごとに判断します。 
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【参考 補足説明】 

１）標準生計費について 

①標準生計費の増減要因 

「標準生計費」とは、総務省公表の「家計調査」をベースに、人事院が「国民一般の標準的な

生活の水準を求めるため」に算出・公表している指標です。標準生計費の金額が年 によって増減

する要因には、実際に各世帯の生計費が増減していること （例：物価や収入等） や標準生

計費の算定に使用する家計調査の影響 （例：調査世帯の変更に伴う   収入・消費パター

ンの変化）等、複数の要素が挙げられます。 

     ②標準生計費の費目 

標準生計費の費目は、以下のように家計調査の支出項目に基づいています。 

【標準生計費】   ←   【家計調査】 

食料費・・・・・・・・・・・・・・・・食料 

住居関係費・・・・・・・・・・・・住居・光熱・水道、家具・家事用品 

被服・履物費・・・・・・・・・・・被服及び履物 

雑費Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽 

雑費Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・その他の消費支出（諸雑費、交際費等） 

*家計調査は調査データの平均値を取りますが、標準生計費は平数（最も多くの世帯で見られる）の値を 見てい

くので、費目ごとの数値傾向は異なります。 

     ③標準生計費の数値と前年差  

⚫  標準生計費（2022 年 4 月全国平均）の数値と 2021 年差  

全体計では、2 人世帯：▲13,420 円、3 人世帯：▲9,730 円、4 人世帯：▲6,060

円、5 人世帯：▲2,400 円と全世帯人数で減少傾向にあります。一方で前々年と比較すると

2 人世帯：25,890 円、3 人世帯：19,860 円、4 人世帯：13,820 円、5 人世帯：

7,750 円と全世帯人数で増加傾向にあることから、全ての扶養人数で最低賃金が前回水準

より高くなっています。 費目別では、全体的には減少傾向にありますが、昨年減少傾向であった

住居関係費は増加傾向にあります。        

 

 

 

 

 

 

 

  

＜補足説明用　データ＞

標準生計費　（2022年4月）

区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

食料費 39,320 50,360 61,390 72,430

住居関係費 79,300 63,280 47,260 31,240

被服・履物費 3,990 6,240 8,490 10,740

雑費Ⅰ 37,190 53,470 69,760 86,030

雑費Ⅱ 19,130 22,740 26,340 29,950

計 178,930 196,090 213,240 230,390

前年差

区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

食料費 ▲ 8,860 ▲ 5,910 ▲ 2,970 ▲ 30

住居関係費 24,870 16,410 7,950 ▲ 510

被服・履物費 ▲ 1,810 ▲ 1,030 ▲ 250 540

雑費Ⅰ ▲ 13,760 ▲ 9,680 ▲ 5,590 ▲ 1,540

雑費Ⅱ ▲ 13,860 ▲ 9,520 ▲ 5,200 ▲ 860

計 ▲ 13,420 ▲ 9,730 ▲ 6,060 ▲ 2,400

前々年差

区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

食料費 320 ▲ 300 ▲ 940 ▲ 1,570

住居関係費 26,080 15,410 4,740 ▲ 5,930

被服・履物費 360 2,120 3,880 5,630

雑費Ⅰ 70 3,270 6,490 9,680

雑費Ⅱ ▲ 940 ▲ 640 ▲ 350 ▲ 60

計 25,890 19,860 13,820 7,750
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２）ABC 基準について 

①地域別基準の適用条件及び判断要素 

     ABC 基準の設定にあたっては、支部・分会内の全事業所は統一基準とすることを基本とします。

ただし、首都圏を拠点に他地域に事業展開している事業会社の支部・分会においては、人事賃金

制度上の仕組み・水準が全国一律と地域別に別れているケース等がある場合、個々の状況を確

認した上で、地域別・雇用形態別に基準を設定することも可能とします。適用条件・判断要素は

以下の通りとし、これら内容を総合的に勘案し、基準を設定するものとします。 

 

     ＜地域別基準の適用条件＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜具体的な要求基準の判断要素＞ 

 

 

 

 

 

３）個別に賃金を定めている社員（年俸制等）への対応 

フルタイム勤務をしている個別に賃金を定めている社員（年俸制等）の中には、人事諸制度が制

度化されている月例給社員の仕組み・支払い方法等と比べ、相関性・類似性が極めて高いケースがあ

ります。したがって、個別に賃金を定めている社員（年俸制等）を要求対象とすることについては、

個々に確認した上で、本部執行委員会にて判断します。また、要求を行う場合においては、60 歳以

前と以降の働き方及び賃金の変化等を踏まえた要求を行うこととします。 

４）物価上昇率の確定について 

 IMGU の要求基準としての物価上昇率については、総務省が公表している消費者物価指数にお

ける 2022 年の暦年平均（１月～12 月の平均）の平均値を使用します。       

５）対象者への支給方法について 

保障額の支給は、本人の申告に基づき行われます。基本的な支給スキーム・スケジュールは、「４

月中に会社より基準額及び申告方法（申告期日や申告書等）に関する通達があり、  ５月支給

１．対象支部・分会 

首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川）を拠点に他地域に事業展開している支部・分会 

２．対象者 

月給制社員 

３．人事賃金制度上の水準・運用 

人事賃金制度における月例給の仕組みが地域別に設定されていること。 

  ４．人事異動配置の範囲 

原則当該事業所限定であること。 

１．対象地域における物価状況 

２．対象地域における採用市場 

３．対象地域における他支部との賃金水準格差 
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給与にて４月分と合わせた保障額を支給」とします。（事業会社により告知時期などに多少の違いが

あることも想定されます。事前に事業会社労使間にて確認をお願いします。） なお、それ以降は、申

告のあった月より支給されることになります。保障分は月例給への対応とし、賞与へは反映しません。 

また、申告にあたっての会社の申請書には、「保障対象者の要件を確認するために、申請者本人へ

のヒアリングや公的給付の受給確認書類・年収確認書類※等の提示を求める場合がある」旨が明記

されています。 
※

年収確認書類の提示は、三越伊勢丹グループ内に生計を一にする配偶者が在籍している場合とする。  

６）育児・介護等の短時間勤務者への対応 

      事由により一定期間において勤務時間を短縮している者の扶養者年齢別最低賃金の適用につい

ては、対象となる扶養者年齢別最低賃金に本給と同じ控除する割合を用いて控除後の本給との差

額を算出し、最終算出額の百円未満を切り上げることで給付金額を決定するものとします。 

    

    ＜例＞ 扶養者年齢別最低賃金 B 基準企業所属   

33 歳 3 人扶養（対象扶養者年齢別賃金：234,700 円） 

本給：221,000 円 短時間勤務による控除：15％ 控除後本給 187,850 円の場合 

          

               234,700 円×（1-0.15）－187,850＝11,645⇒11,700 

                                        ※最終算出額を百円未満切上げ  

                   扶養者年齢別最低賃金による給付額 11,700 円/月 
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Ⅱ．「企業内最低賃金要求」の基準 

「企業内最低賃金」とは、月給制社員及び時間給制社員を対象に、各企業が定める制度上の水準

の最下限を定めたものです。月給制社員（60 歳以降雇用者含む）には、「月例賃金」の基準を定めま

す。時間給制社員及び 60 歳以降雇用者には、「時間給」の基準を定めます。 

 

※なお、企業内最低賃金は、全ての組合員の制度上の最下限水準を定めるものであり、労使協議における制度設計の

際に水準を検討する上でのベースとなる基準ともなります。したがって、算定式に基づく水準が前年度を下回る場合には、

前年度と同額の要求水準とします。 

 

１．「月例賃金」 の要求基準 （対象：月給制社員）  

・月例賃金 ： 164,000 円 （前年 157,000 円） 

 

  ＜算定式（2022 年度）＞ 

１） 月例給の算定式 ＝ 2021 年度の所定内給与額（①） × 2021 年度の平均上昇率（②） 

×2022 年暦年の物価上昇率（③） 

155,200 円×1.027×1.025083＝163,388 円 ≒ 164,000 円  ＊千円未満切り上げ 

 

①厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の「年齢階級、所定内給与額階級別労働者数」のうち、

「産業計、企業規模計、全労働者」「～19 歳・第１十分位数」を使用。 

＊第 1 十分位数とは、全集計対象の数値（ここでは賃金）を低い順に並べて十等分したときに低い方から最初の節の

ものを指します。 

＜統計年度：2021 年度＞ 

②155,200 円（2021 年度の所定内給与額）÷151,100 円（2020 年度の所定内給与額） 

＝1.027 

③2022 年暦年（2022 年１月～12 月）平均の消費者物価上昇率「0.025083」を使用 

＝1.025083 

   

＜指標の算定時期 ： 2022 年暦年平均＞  
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２．「時間給」 （対象：時間給制社員・60 歳以降雇用者） 

＜基準の適用要件＞ 

① 各企業の制度上の時間給は、各地域の事業所における採用賃金とします。 

② 各地域の採用賃金が IMGU 基準を上回る場合には、採用賃金を踏まえ最低賃金要求とすること

します。 

③ 基準額に満たない場合は、その水準が地域別または産業別最低賃金と同水準であれば、  必ず

引き上げの対応を労使にて確認し実施することとします。なお、月給者の時間給換算が基準額に満

たない場合も同様に対応することとします。 

④ 年度中に公的最賃（各都道府県の地域別・産業別の最低賃金）が改定された場合は、改めて

算定を行い、IMGU 基準を確認します。算定の結果、IMGU 基準の改定が必要と判断した地域に

ついては、対象地域における公的最賃の改定発効される年月日以前に改定基準以上を適用させ

ることとします。（対象者：時間給者および時間給換算した月給者） 

   

＜算定式＞ 

① 月例賃金をもとに、参考数値を算出する。 

参考数値 ⇒164,000 円÷(法定における最長の年間所定労働時間：2088 時間÷12 ヶ月） 

≒943 円 ※小数点以下切り上げ 

 

＊参考数値の算出は、最低限必要な水準を十分に精査した上で決定するために、IMGU 独自の数値を設定し、公的

な水準と比較することを目的としています。 

設定にあたっては、ある程度固定的な水準が望ましいと考えることから、法における最長時間である「2088 時間 

（週 40 時間×52 週＋1 日８時間）」とします。 

 

② 厚生労働省による各都道府県の「地域別最低賃金」の数値を基に、全都道府県の中で最も 高い

地域別最低賃金 （今回は東京の 1,072 円） に対する比率を求めて「地域別修正指数」として

設定します。 

地域別修正指数 ⇒ 各都道府県の地域別最低賃金 

÷ 全都道府県の中で最も高い地域別最低賃金 

 

2023年度春の交渉基準
（単位：円）

東京 埼玉 千葉 神奈川 北海道 青森 岩手 宮城 秋田
1,075 990 985 1,075 920 855 855 885 855
山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 福井
855 860 915 915 895 890 915 915 890
山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪
900 910 910 945 990 935 930 970 1,025
兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島
960 900 890 855 860 910 930 910 855
香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎
880 855 855 900 855 855 855 855 855

鹿児島 沖縄
855 855
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③ 参考数値と地域別修正係数をもとに、都道府県別の時間給基礎額を算出します。 

     時間給基礎額 ⇒ 参考数値（943 円） × 地域別修正係数  ※小数点以下切り上げ 

  

④最低賃金（時間給）は、都道府県別に「地域別最低賃金」「産業別最低賃金」（設定の無い  

地域は除く）「時間給基礎額」を比較し、高いものを選択し、５円単位に切り上げた上で「時間給」の

要求基準とします。 

＜地域別最低賃金・産業別最低賃金と地域別修正指数＞ 

 

＊地域別最賃・産業別最賃は 2023 年 1 月 17 日現在の厚生労働省公表値 

＊地域別修正指数は、各地域における労働市場の動向を反映するための指数として設定 

＊上記以外の地域が必要な場合は、同様の考え方で都道府県別に算定する 

2022改訂
（単位：円）

東京 埼玉 千葉 神奈川 北海道 青森 岩手 宮城

地域別最低賃金 1,072 987 984 1,071 920 853 854 883

産業別最低賃金 － 849 848 ― ― 852 800 ―

時間給基礎額 943 868 868 943 811 755 755 774

地域別修正指数 1.00 0.92 0.92 1.00 0.86 0.80 0.80 0.82

＊東京　1,072円を1.00として算出した各地位の地域別修正係数を参考値903円に乗じて、各地域の時間給基礎額を算出します。

秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山

地域別最低賃金 853 854 858 911 913 895 890 908

産業別最低賃金 ― ― ― 881 874 ― 842 915

時間給基礎額 755 755 755 802 802 783 783 802

地域別修正指数 0.80 0.80 0.80 0.85 0.85 0.83 0.83 0.85

石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重

地域別最低賃金 891 888 898 908 910 944 986 933

産業別最低賃金 915 840 ー 910 ― 886 847 ―

時間給基礎額 783 783 793 802 802 830 868 821

地域別修正指数 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.88 0.92 0.87

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根

地域別最低賃金 927 968 1,023 960 896 889 854 857

産業別最低賃金 840 938 ― 797 ― 869 718 750

時間給基礎額 811 849 896 849 793 783 755 755

地域別修正指数 0.86 0.90 0.95 0.90 0.84 0.83 0.80 0.80

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡

地域別最低賃金 892 930 888 855 878 853 853 900

産業別最低賃金 910 903 907 ― ― 854 ― 897

時間給基礎額 783 821 783 755 774 755 755 793

地域別修正指数 0.83 0.87 0.83 0.80 0.82 0.80 0.80 0.84

佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

地域別最低賃金 853 853 853 854 853 853 853

産業別最低賃金 ― ― 855 716 705 693 770

時間給基礎額 755 755 755 755 755 755 755

地域別修正指数 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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３．60 歳以降雇用者への対応 

60 歳以降雇用者は他のメンバー同様にともに働く仲間であることから、月給制社員・時間給制社

員ともに企業内最低賃金要求の対象とします。 

60 歳以降雇用者の企業内最低賃金は、60 歳以降月給制再雇用者に対しては、企業内最低

賃金を 60 歳以降再雇用者の制度上の最下限水準で定めるものとし、60 歳以降時間給制再雇用

者に対しては、時間給制社員と同一水準で定めるものとします。 

ただし、この対応は、60 歳未満の対象者と同様に現状水準の底上げを図るためのものではなく、制

度上の最下限水準を下回るメンバーがいないことを確認するものとします。 

 

雇用形態 企業内最低賃金の水準 

月給制社員 月給制社員の水準で設定 

月給制 60 歳以降再雇用者 月給制 60 歳以降再雇用者の水準で設定 

※制度上の最下限の水準で設定 

時間給制社員 時間給制社員・60 歳以降再雇用者間の水準で設定 

時間給制 60 歳以降再雇用者 

 

４．個別に賃金を定めている社員（年俸制等）について 

フルタイム勤務をしている個別に賃金を定めている社員（年俸制等）の中には、人事諸制度が制

度化されている月例給社員の仕組み・支払い方法等と比べ、相関性・類似性が極めて高いケースがあ

ります。したがって、個別に賃金を定めている社員（年俸制等）を要求対象とすることについては、それ

らの内容を個々に確認した上で、本部執行委員会にて判断します。また、要求を行う場合において

は、60 歳以前と以降の働き方及び賃金の変化等を踏まえた要求を行うこととします。 
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2022 年度グループ労使協議報告 

＜グループ共通ベースアップ算出式＞ 

・基礎となるベースアップ額 ＝ 基礎額 × 物価上昇に応じた係数  

＜算出式を用いる上での前提事項＞ 

・基礎額はグループの社員・メイト社員の平均本給額とし 309,000 円とする。 

・有効期間は 3 年間とし、基礎額の変更は行わない。  

・ベースアップ額は 500 円単位とし、上限額は 2,000 円とする。 

・単年清算とし、持ち越し額を発生させないものとする。 

・物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数（全国・総合） 

 を使用する。 

・暦年平均の物価上昇率およびみなし物価上昇率は小数第二位を四捨五入し、 

 小数第一位までとする。 

・ベースアップ算出式で使用する物価上昇率は 10 月までの確定値を基に下記の計算式にて算出する。 

（「1 月～10 月までの物価上昇率合計」＋「みなし物価上昇率※（11 月、12 月分）×2 か月」 ）

÷12  

 ※「みなし物価上昇率」は 8 月、9 月、10 月の消費者物価指数の平均値を使用する 

・算出式によるベースアップ額を超える上乗せについては、組合各支部が物価上昇を除くベースアップの 

 構成要素※に基づいて要求を判断する。 

 ※ベースアップの構成要素＝物価上昇分、生産性向上分、採用賃金上昇対応分、賃金格差調整分  

・下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取り扱いについて別途労使協議の上で対応する。  

 ①消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合  

 ②想定外の大幅な物価上昇 

 ③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 など 
 

Ⅰ．グループ労使協議の位置づけ 

グループ人事政策に関わる HDS 労使協議会は、グループ人事の推進を目的に人に関わる諸制度や働

く環境の整備について「グループ全体の方向性を協議・発信する場」として、HDS と組合本部のグループ労

使間で開催しています。 

2022 年度は、「生産性（業績と処遇）の向上」と、従業員の「働きがいの向上、働きやすい環境の整

備」に向けて、「人事制度」および「働き方」に関わる項目について協議をおこなうとともに、多様化する価値

観や三越伊勢丹グループのタイバーシティ推進に向けた協議をおこなってきました。 

Ⅱ．人に関わる諸制度 

１．2024 年度春の交渉以降のベースアップ算出式について 

現行のグループ共通ベースアップ算出式の有効期限は 2023 年春までのため、2024 年度春の交渉以

降のベースアップ対応方法について、今年度議論を行いました。 

現行のベースアップ算出式の考え方をである物価上昇に対応する仕組みであること、そして全ての企業が

対応できる仕組みであることの考え方は踏襲いたします。 

一方で、ベースアップ額の算出については昨今のインフレ下の状況をより反映できる仕組みへと改定いたし

ます。 

物価上昇率 基礎額×係数 ベースアップ額
0%以下 0 0 0 

0.1% 0.0003 93 0 
0.2% 0.0007 216 0 
0.3% 0.0010 309 500 
0.4% 0.0013 402 500 
0.5% 0.0017 525 500 
0.6% 0.0020 618 500 
0.7% 0.0023 711 500 
0.8% 0.0027 834 1,000 
0.9% 0.0030 927 1,000 
1.0% 0.0033 1,020 1,000 
1.1% 0.0037 1,143 1,000 
1.2% 0.0040 1,236 1,000 
1.3% 0.0043 1,329 1,500 
1.4% 0.0047 1,452 1,500 
1.5% 0.0050 1,545 1,500 
1.6% 0.0053 1,638 1,500 
1.7% 0.0057 1,761 2,000 
1.8% 0.0060 1,854 2,000 
1.9% 0.0063 1,947 2,000 
2.0% 0.0067 2,070 2,000 

2.0％以上 ー ー 2,000 

係数
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２．両立支援制度の整備について 

ⅰ）「育児」ガイドラインの検討 

2018 年度に制定された育児勤務制度のグループガイドラインでは育児勤務期間の下限と上限が制定さ

れているが、必ずしもガイドライン通りに規定されておらず、ガイドライン自体がやや形骸化していることが分か

りました。 

ライフワークコンフリクトの解消、人事戦略、会社の魅力度向上などを考慮すれば制度拡充は必達ではある

一方で、“要員の不足感”、“周囲の従業員の負担感”の懸念点の解消も不可欠であると考えています。 

ⅱ）配偶者転勤休職制度の導入 

グループ各社におけるライフワークコンフリクトの中で配偶者の転勤を理由に退職をする従業員が増えてお

り、従業員からは就業の継続の視点、会社としては人財確保の視点から課題があり解消ができる制度導

入を検討しました。 

今年度についてはライフイベントに関する退職理由の中で、「育児」、「配偶者転勤」、「不妊治療」に対し

て両立支援制度の拡充策を議論いたしました。 
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３．短時間勤務制度の整備 

ⅰ）要保護者 C への“所定労働日数の低減”の導入 

”私傷病の療養“と仕事の両立において所定労働時間を短縮することで勤務継続を可能にするしくみとし

て、 2022 年度より本人申請による『短時間勤務制度』を導入しました。 

一方で、会社への安全配慮義務に基づき、会社が疾病等の事由がある従業員に対して、所定労働時間

の短縮を指示・命令する制度として、『要保護制度:要保護者 C』も運用されています。 

短時間勤務制度と要保護制度は事情等と措置がほぼ同様である中で、短時間勤務制度で選択可能な

“所定労働日数の低減(週 4 日勤務)”が、 要保護制度では制度化されていませんでしたが、2022 年度

上期中に新たな要保護制度の詳細と運用ルールについて労使協議の上で 2022 年 10 月から運用を開

始しました。 

ⅲ）「不妊治療」への対応について 

不妊治療は、一般的に治療中であることを知られたくないと思う方が多いとされ、グループ各社でも実際に

不妊治療を 行っている従業員の規模やニーズの把握ができていません。 

その上で、不妊治療に特化した制度（＝不妊治療を行っていることを開示する必要がある制度）は、 

申請すること自体に高いハードルがあると考えられます。また、不妊治療には、数時間程度がタイムリーに長

期間にわたって必要とされることから『時間単位で取得できる年次有給休暇制度』の導入が有効であると

考えられる。 

『時間単位で取得できる年次有給休暇制度』の導入にむけては勤怠管理システムの改修が必要であるた

め次年度以降検討を進めます。 

ⅱ）短時間勤務制度育児事由と育児勤務の再編 

『育児勤務・介護勤務制度』とそれらの制度を取得し終えた従業員を対象とする『短時間勤務制度（育

児・介護）』の 2 階建てのしくみに対して、育児勤務制度の拡充の方向性や従業員のわかりやすさを踏ま

えて再編について検討します。 

ⅲ）あるべき短時間勤務制度の検討 ダイバーシティ＆インクリュージョンの推進における社内命題である、『特定のカテゴリーを特別に配慮する“マ

イノリティ支援”にとどまらず、様々なバックグラウンドを持つ従業員の誰もが互いに尊重され、受け入れられる

環境の中で、その能力を最大限発揮できる機会の提供』を念頭に、 事由や対象を限定しないシンプルな

勤務制度（いわゆる“短時間正社員”制度）について研究を継続します。 
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４．総実労働時間の短縮および適正な時間管理について 

５．ハラスメント撲滅の取り組みについて 

ハラスメント防止対策委員会を主体としたハラスメント撲滅に向けた取り組みについて 2022 年度は以下の方

針に 

基づき具体的な施策を行いました。 

方針①：グループに対する教育、啓蒙活動の支援、並びにハラスメントに対する取組状況のモニタリング

機能の強化 

ⅰ）経営メッセージ発信 

ⅱ）ハラスメント動画作成 

ⅲ）ハラスメント防止 E ラーニング 

ⅳ）「報告書」作成のレベルアップ 

方針②：相談・通報窓口である各店各社の総務担当に対する機能強化に向けた具体的支援策の検討 

ⅴ）人事統括部人事企画部と各店各社との定例 MTG  

ⅵ）労使で各店各社のハラスメント防止委員会出席  

ⅶ）課題の多い会社に対して、賞罰担当が重点的に MTG を実施  

方針③：ハラスメント起こさせない職場環境作りの支援 

ⅷ）総務部長会だけでなく、営業部門の会議（営業本部長会等） 開催時に、事案の共有化を行う 

ⅸ）「ハラスメント防止ビデオ」をいつでも使用できる環境を作り、発信、 研修等で活用できる状態にする  

ⅹ）専任カウンセリングによるハラスメントの被害者・行為者のフォローの 実施 

 グループ指針（総実労働時間 1,700 時間台の達成）に基づき、グループ各社の目標達成に向けて、引き続き各支 

部の通年協議やグループ部会（HDS グループ人事・組合本部・各社人事・各支部による協議の場）において総実労 

働時間の短縮に向けた時間外や有給休暇の取得状況について確認を行ってきました。（2025 年度までに対象 22 

社中 18 社が 1,700 時間を達成する見通し） 

  IDLM（PC 使用時間適正化システム）の活用や分析データの活用拡大、ツールの改良（月中の未打刻・未入力

の労働時間や法定時間外の把握）により、各社の労力を軽減しつつ、時差時間の解消および長時間労働の発生防止

やグループ各社における適正な労働時間管理にむけた環境を整備しました。 

 2022 年度下期からは時間管理の適正化に対する意識啓発の取組みとして、労使共同宣言の策定と啓発ポスターの

作成の検討を開始し、2023 年３月までの完成を目指して協議を継続しています。 

６．６０歳以降の活躍推進の研究 

高年齢者安定法（70 歳までの就業措置の努力義務）や、従業員の高年齢化（2030 年に 60 歳以

上割合が1/4) を背景に整備してきたグループ指針を踏まえる一方で、あらゆる立場の従業員がそれぞれ活

躍できる雇用・働き方の 研究の一環として 60 歳以降に関する他社・世の中の動向の情報共有を行い、

今後の具体的な検討を進めていきます。 
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８．福利厚生メニューの再整備 

 共済会をはじめとする現行の福利厚生制度は制定から 10 年以上が経過しており、原稿の福利厚生の

諸制度と従業員のニーズ、コストのバランスの検証・検討を開始しました。 

 2022年７・８月にアンケート調査を実施し、各種福利厚生制度に対する従業員にとっての重要度や認

知度を調査しました。アンケートでは傷病や休業、退職後の傷病に対する保障、財産形成や介護支援の

重要度が高いという結果が得られた一方、そのうち休業や退職後の保障、介護支援・財産形成制度に対

する認知度が低いという結果も得ることができました。 

 アンケートの結果や各種制度の性質をふまえ、2023 年度以降の各種制度の見直しにむけた検討を進

めます。 

９．グループ取組項目の推進 

2021 年度までに労使合意ならびに労使確認をいたしました、①ステージ B 本給構成の改定 ②短時間

勤務制度の導入 ③カムバック再雇用制度の導入 ④扶養家族手当ガイドラインへの対応 ⑤賞与評

価タームの検討の項目について、各社での労使協議状況の確認を行いました。 

Ⅲ．今後の主な労使協議事項 

①グループ連邦戦略推進における人事賃金制度領域の検討  

 （グループにおける資格等級やキャリアステップの考え方整理、 出向時の労働条件のあり方等）  

②ダイバーシティ＆インクルージョンの推進  

 （グループにおける育児関連制度ガイドラインの見直し、 その他の両立支援制度の検討）  

③60 歳以降制度に関するガイドラインの検討  

④グループにおける賞与のあり方に関する検討  

⑤労働時間管理についての取り組み  

⑥風土改革の推進（業務改革、ハラスメント撲滅に向けた対応等）  

⑦グループにおける福利厚生メニューの再整理 

Ⅳ．今後のスケジュール 

HDS と組合本部は、上記項目その他について、制度の詳細等について今後具体的な協議を進めていきます。 
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VOICE の内容や運営・組合活動について『ご質問・ご意見』等がある場合は、以下の方法でご連絡ください 

【提出方法】 

①送達（H&I 組合事務所） ②所属の評議員や職場委員に手渡し 

③メールで送信 宛先⇒kanren-group1@imgu.or.jp 

※手書きの方はこちら↓        

 

 

 

 

 

 

◆VOICE の内容や運営・組合活動について『ご質問・ご意見』等がある場合、以下の方法でご連絡下さ

い 

◆【提出方法】 

①送達 

②所属の評議員や職場委員に手渡し 

③WEB で送信（QR コード） 

 

※手書きの方はこちら↓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席日    ／        

所属名                          連絡先（内線･直通）                           

お名前                         

フィードバックを…  希望する  ・  希望しない 

※フィードバックを希望する場合は、必ず所属名・お名前をご記入ください 

※以下の項目に○を付け、空欄部分にご記入ください 

項目①VOICE の内容について   ②組合活動について   ③その他職場の課題について 

 

出席日    ／              雇用形態：                    

企業名        所属                                       連絡先（内線･直通）                           

お名前                                  

 

フィードバックを…  希望する  ・  希望しない    ※フィードバックを希望する場合は、必ず所属名・お名前をご記入ください 


